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主
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し
て
仁
井
田
博
士
著
『
唐
令
拾
遺
』
に
つ
い
て
|

|

唐
令
復
原
に
嘗
つ
て
の
史
料
と
そ
の
取
扱
い
方
法
の
問
題

律
令
の
編
目

・
編
次
の
概
観

戸
令
係
文
の
配
列
に
つ
い
て
の
検
討

戸
令
篠
文
の
逐
係
的
検
討

田
令
・
賦
役
令
に
つ
い
て
の
検
討
例

I

復
醤
唐
田
令
第
二
篠
に
つ
い
て

回
令
鰻
系
の
基
本
特
徴
と
そ
の
維
持
に
つ
い
て

が
缶
、
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本
稿
は
論
文
と
云
わ
ん
よ
り
は
筆
者
の
研
究
ノ

l
ト
と
云
う
べ
き
も
の
で
、
本
来
公
表
し
て
多
く
の
讃
者
の
目
に
さ
ら
す
べ
き
性
質
の
も
の

537 

で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
敢
え
て
公
表
す
る
気
に
な
っ
た
の
は
、
私
自
身
が
こ
れ
か
ら
準
め
よ
う
と
し
て
い
る
作
業
の
方
向
と
方
法
と
に
つ
い
て

確
固
た
る
、自
信
を
持
つ
に
到
っ
て
お
ら
ず
、
果
し
て
こ
の
よ
う
な
飛
躍
の
多
い
考
え
方
で
こ
の
先
作
業
を
準
め
て
行
っ
て
よ
い
も
の
か
些
か
遼
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巡
を
感
じ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
筆
者
が
文
献
彪
理
の
過
程
で
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
問
題
は
、
筆
者
自
身
の
観
粘
か
ら
す
れ
ば
、
唐
代
の
歴
史
像

を
描
き
出
す
に
際
し
で
か
な
り
重
要
な
木
質
的
問
題
に
連
っ
て
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
少
く
と
も
筆
者
自
身
の
今
後
の
唐
代
史
再
検
討
の

方
向
に
か
か
わ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
在
来
の
所
論
と
か
な
り
異

っ
た
も
の

に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
些
か
凱
暴
な
議
論
を
立
て
よ
う

と
す
る
の
も
、
質
は
筆
者
の
史
料
取
扱
い
の
方
法
か
ら
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
も
そ
の
黙
で
致
命
的
誤
り
を
犯
し
て
い
た
り
、
飲
陥
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
上
に
立
つ
筆
者
の
想
定
は
す
べ
て
覆
え
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

加
熱
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
早
く
大
方
の
批
判
を
受
け
た
い
と
考
え
た
こ
と
が
ひ
と
つ
、

か
く
て
文
献
の
取
扱
い
に
何
等
か
重
大
な
方
法
的
飲
陥
が

又
幸
い
に
し
て
方
向
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
こ

の
提
言

に
呼
鹿
す
る
同
皐
の
土
の
御
忠
告
御
助
力
を
受
け
る
こ
と
に
よ

っ
て、

私
の
目
指
す
と
こ
ろ
を
よ
り
好
く
早
く
達
成
で
き
る
筈
で
あ
る
と
考
え

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
本
稿
の
み
で
完
結
す
る
結
論
め
い
た
も
の
は
無
く
、

部
分
的
作
業
の
中
間
報
告
で
し
か
な
い
。
偶
々
そ
の

範
園
で
ぶ
つ
か
っ
た
問
題
に
閲
し
て
も
卑
に
問
題
の
所
在
を
指
摘
す
る
の
み
で
、
充
分
な
考
察
を
加
え
る
に
至

っ
て

い
な
い
。
本
稿
の
標
題
に

「
序
説
」
と
し
た
所
以
は
右
の
如
く
で
あ
る
。
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従
来
の
成
果
と
再
検
討
の
方
向

|

|主
と
し
て
仁
井
田
博
土
著
『
麿
令
拾
遺
』
に
つ
い
て
11

ー

東
亜
史
上
に
お
け
る
唐
律
令
の
興
え
た
影
響
の
大
き
さ
は
今
更
改
め
て
申
す
ま
で
も
な
い
。
ま
さ
に
こ
の
律
令
法
の
縫
受
に
お
い
て
、
世
界

史
の
中
に
お
け
る

「東
ア
ジ
ア
世
界
」
の
共
通
基
盤
を
設
定
し
う
る
と
さ
え
云
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
周
知
の
如
く

唐
令
の
原
文

は、

今
日
僅
か
の
断
片
を
見
る
の
み
で
、
こ
れ
を
移
植
し
た
我
が
園
が
「
令
義
解
』

存
す
る
の
と
は
大
い
に
燦
件
を
異
に
し
て
い
る
。

か
く
て
唐
令
の
研
究
は

『
令
集
解
』
等
の
注
稗
書
に
よ
っ
て
養
老
令
文
の
原
形
を

何
よ
り
も
先
ず
唐
令
の
全
貌
を
推
知
し
復
原
す
る
こ
と
か
ら
始

め
、
文
最
後
に
そ
こ
に
蹄
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
唐
令
の
復
原
を
目
指
す
研
究
は
、

や
が
て
中
田
博
士
の
皐
燈
を
縫
が
れ
た
仁
井
田
陸
博
士
の
手
に
よ
っ
て
、
名
著
『
唐
令
拾
遺
』
が
著
わ
さ
れ
た
。
こ
の

我
が
園
に
お
い
て
つ
と
に
瀧
川
政
次
郎
・
中
田
蕪
博
士
等

に
よ

っ
て
準
め
ら
れ
、



、
偉
業
は
今
日
あ
ま
ね
く
我
々
後
昼
を
袴
盆
し
て
い
る
が
、
仁
井
田
博
士
は
更
に
晩
年
に
到
る
ま
で
絶
え
ず
そ
の
補
訂
に
努
め
ら
れ
、

刊
行
後
の
論
著
の
中
に
そ
の
成
果
を
盛
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
今
日
仁
井
田
博
士
の
復
原
唐
令
を
論
ず
る
に
は
、
勿
論
か
か
る
編
著
者
自

身
の
手
に
よ
る
補
訂
を
踏
ま
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
は
な
お
博
士
自
身
の
手
津
本
が
遣
さ
れ
て
い
て
、
目
下
遺
稿
の
整
理
が

『
拾
遺
』

進
め
ら
れ
つ
つ
あ
り
、

い
ず
れ
「
唐
令
拾
遺
補
』
と
し
て
上
梓
の
運
び
と
な
る
議
定
と
漏
れ
聞
い
て
い
る
。
皐
界
の
た
め
そ
の
日
の
早
か
ら
ん

こ
と
を
希
望
す
る
と
共
に
、
或
い
は
本
稿
の
如
き
は
そ
れ
に
よ

っ
て
無
意
味
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
は
、
諌
め
お
断
り
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。

さ
て
、

『
唐
令
拾
遺
』

一
巻
は
、
今
日
我
々
に
遣
さ
れ
た
最
も
重
要
な
史
料
集
の
一
つ
で
あ
る
。

だ
が
そ
の
こ
と
は
、
我
々
が
こ
れ
を
利
用

せ
ん
と
す
る
と
き
、

や
は
り
あ
く
ま
で
も
仁
井
田
博
士
に
よ
る
編
纂
物
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
、
充
分
な
史
料
批
判
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
て
、
決
し
て
無
批
判
的
に
引
用
し
た
り
、
復
原
令
文
を
ば
安
易
に
唐
令
そ
の
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
な
い
の
は

勿
論
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
先
、
ず
仁
井
田
博
士
の
令
文
復
原
の
方
法
と
原
則
と
を
熟
知
し
て
、
そ
の
方
法
・
原
則
を
も
含
め
た
再
検
討
を
加
え

る
手
緩
き
を
依
か
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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仁
井
田
博
士
の
唐
令
復
原
の
方
法
と
原
則
と
に
つ
い
て
、
直
ち
に
気
の
つ
く
若
干
の
黙
を
指
摘
す
れ
ば
次
の
諸
黙
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
即
ち
先
ず
、
中
園
の
文
献
史
料
に
お
い
て
「
令
」
と
明
言
し
て
引
用
さ
れ
た
も
の
を
採
り
、
，
次
い
で
唐
永
徽
令
を
纏
受
せ
る
日
本
養
老
令

の
注
緯
書
た
る
『
集
解
』
に
依
援
し
て
、
唐
令
に
相
蛍
候
文
が
存
在
し
た
明
謹
を
得
ら
れ
る
も
の
を
採
る
、
と
い
う
原
則
に
よ
り
、
「
唐
令
日

「
開
元
令
臼
:
:
:
」
等
J

と
し
て
引
用
せ
ら
れ
た
部
分
か
ら
、
そ
の
本
文
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
。
但
し
そ
の
際
、
注
に

「
本
令
日
・・・
・・・」

-・
・」

唐
令
と
し
て
引
用
さ
れ
た
限
り
に
お
い
て
そ
の
部
分
の
み
を
拳
示
す
る
方
法
を
採
ら
れ
た
場
合
と
、
相
嘗
日
本
令
文
(
、
氷
徽
令
に
基
づ
く
〉
に

よ
っ
て
俊
文
全
践
を
推
定
復
原
す
る
と
い
う
方
法
を
採
ら
れ
た
場
合
と
が
あ
り
、
更
に
引
用
部
分
の
撃
示
の
仕
方
に
も
、
引
用
さ
れ
た
唐
令
の

語
句
の
み
を
示
す
場
合
と
、
引
用
さ
れ
た
書
物
の
地
の
文
や
、
引
用
し
た
日
本
明
法
家
た
ち
の
注
樟
語
句
ま
で
含
め
て
奉
示
さ
れ
た
場
合
が
あ

539 

り
、
更
に
そ
れ
ら
の
文
章
の
何
庭
の
部
分
ま
で
が
令
文
の
引
用
か
不
明
の
場
合
も
あ
っ
て
、

必
ず
し
も
明
確
な
統

一
的
規
準
は
立
て
ら
れ
て
レ
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な
い
印
象
を
う
け
る
。
又
、

五
代
・
宋
以
後
の
令
逸
文
等
、
唐
令
と
関
係
深
い
と
認
め
ら
れ
る
史
料
を
引
用
す
る
に
嘗
っ
て
も
、
復
原
令
本
文

に
直
接
結
び
つ
け
る
か
、
参
考
の
項
に
掲
げ
る
に
止
め
る
か
、
と
い

っ
た
貼
に
な
る
と
、
時
に
疑
問
の
場
合
も
あ
り
、
果
し
て
そ
れ
が
仁
井
田

博
士
自
身
の
何
等
か
の
原
則
に
従

っ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も

『
拾
遺
』
刊
行
嘗
時
の
博
士
が
そ
こ
ま
で
の
細
か
い
基
準
の
統

一
を
は
か
る
必
要

性
を
感
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
か
、
或
は
詳
考
を
他
日
に
護
っ
て
取
り
あ
え
ず
と
ら
れ
た
偲
り
の
慮
置
か
、
今
の
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。

結
論
的
に

云
う
な
ら
ば

「
令
」
と
い
う
文
言
の
見
え
る
記
事
を
採
る
こ
と
に
専
念
さ
れ
た
結
果
、
令
の

一
部
を
引
用
し
た
形
迩
さ
え
あ
れ
ば
、
原
令
文

と
は
か
な
り
相
違
す
る
取
意
文
や
注
解
文
を
も
復
原
令
文
に
掲
げ
ら
れ
た
反
面
、

「
令
」
と
明
言
な
き
も
の
は
、

た
と
え
内
容
的
に
令
原
文
と

一
致
す
る
蓋
然
性
の
か
な
り
高
い
文
章
で
あ

っ
て
も
採
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い

こ
と
と
な
る
。

次
に
復
原
唐
令
の
編
目

・
編
次
お
よ
び
箇
々
の
俊
文
の
排
列
に
つ
い
て
見
る
と
、

六
典
(
六
容
)
に
見
え
る
開
元
七
年
令
(
と
推
定
さ
れ
る
〉

諸
書
の
断
片
的
記
述
を
総
合
し
て
最
も
完
整
せ
る
開
元
二
十
五
年
令
の
編
目
を
も
略
々
推
定
で
き
る
と
し
て
お
ら

れ、

編
目
編
次
に
つ
い
て
は
大
健
全
貌
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
各
候
文
箇
々
の
排
列
に
到

つ
て
は
、
文
献
上
接
る
べ
き

の
編
目
を
基
準
と
し
て
、
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誼
磁
を
歓
き
、
偶
々
通
典
等
の
書
が
令
と
し
て
列
奉
引
用
せ
る
場
合
に
そ
の
順
序
を
参
考
と
し
、
直
接
に
は
む
し
ろ
全
面
的
に
現
存
日
本
養
老

令
の
排
列
に
依
鍛
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
仁
井
田
博
士
も
お
お
む
ね
こ
れ
を
復
原
の
方
法
と
せ
ら
れ
た
。

し
か
し
す
べ
て
を
日
本
令
の

順
序
そ
の
ま
ま
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
唐
令
侠
文
で
あ
っ
て
日
本
令
に
封
臆
篠
文
の
無
い
も
の
も
あ
る
か
ら
、

そ
れ
ら
は
す
べ
て
遁
宜

配
置
を
工
夫
し
て
偲
り
に
排
列
順
序
を
定
め
る
ほ
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
博
士
は
大
睦
そ
の
旨
を
注
記
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
中
に
は
特

記
せ
ら
れ
ぬ
こ
と
も
あ
り
、
文
、
排
列
順
序
決
定
の
根
嬢
ま
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
貼
か
ら
生
ず
る
問
題
と
し
て
、
日
本
令
の
排

列
を

一
瞳
ど
の
程
度
ま
で
唐
令
の
配
列
と
同
一
現
で
き
る
か
と
い
う
貼
と
、
所
属
不
明
な
い
し
は
順
序
不
明
の
倹
文
を
偲
り
に
排
列
す
る
際
の

推
定
根
擦
を
今

一
度
明
ら
か
に
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
後
述
の
如
く
日
唐
令
の
篇
目
・
篇
次
を
劉
象
し
て
み
る

合
が
存
す
る
。

と
、
両
者
の
聞
に
は
か
な
り
の
相
違
が
存
し
、
そ
の
意
味
を
考
え
る
と
彼
我
の
令
制
の
根
本
原
則
に
相
違
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
場

そ
う
な
る
と
箇
々
の
候
文
が
何
令
に
属
す
る
か
と
い
う
黙
さ
え
も
、

日
唐
令
の
相
違
船
舶
を
明
確
に
押
え
て
再
考
せ
ね
ば
な
ら



ず
、
安
易
な
日
唐
同
一
視
は
す
べ
き
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
黙
で
敢
え
て
疑
義
を
挿
む
能
地
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

唐
令
復
原
に
嘗
つ
て
の
史
料
と
そ
の
取
扱
い
方
法
の
問
題

唐
令
各
候
文
の
復
原
を
進
め
る
に
際
し
て
、
そ
の
遺
文
採
擦
の
た
め
の
中
圏
諸
史
料
の
基
本
的
性
格
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
不
可
般
の
前

提
で
あ
る
。
先
、
ず
そ
の
出
護
黙
は
、
正
史
を
始
め
と
す
る
誇
史
籍
が
す
べ
て
編
纂
物
史
料
で
あ
っ
て、

敦
埋
設
見
の
令
文
残
簡
を
除
け
ば
、
令

の
原
文
を
そ
の
ま
ま
停
え
た
も
の
と
は
考
え
難
い
も
の
が
殆
ん
ど
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
初
期
の
均
田
制
研
究
に
お
い
て
は
時
と
し
て
か

な
り
安
易
に
、
武
徳
七
年
定
律
令
と
云
う
語
の
後
文
は
武
徳
令
、
開
元
と
あ
れ
ば
開
元
令
と
云
う
よ
う
に
、
令
文
そ
の
ま
ま
の
引
用
で
あ
る
か

の
よ
う
に
扱

っ
て
、
そ
の
字
句
の
相
違
に
よ

っ
て
年
度
に
よ
る
令
文
の
改
正
ま
で
も
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
す
が
に
仁
井
田
博
士
は
こ
の
貼

『
拾
遺
』
に
お
い
て
は
「
諸
書
の
引
く
唐
令
の
中
に
は
、
往
々
唐
令
の
意
を
取
り
、
或
は
略
し
て
文
を
成
し
た
も
の
が
あ
る

を
自
費
せ
ら
れ
、

か
ら
、
文
の
相
違
は
必
ず
し
も
各
年
度
令
の
差
異
と
な
す
を
得
な
い
。
」

「
奮
唐
書
・
六
典
・
逼
典
等
に
よ
っ
て
、
武
徳
令
・
開
元
七
年
令
、
開
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元
二
十
五
年
令
を
立
て
た
が
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
唐
令
の
原
文
の
ま
ま
で
は
な
い
と
思
ふ
。
従

っ
て
夫
々
相
違
が
あ
っ
て
も
各
年
度
令
の
差
異

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

例
え
ば
田
令
に
つ
い
て

数
候
の
唐
令
を
適
宜
に
合
せ
て
文
を
な
し
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
」
と

「
(
通
典
所
引
の
〉
開
元
二
十
五
年
令
に
は
老
男
に
口
分
団
四

注と
意す
しる
てわ
おけ
ら kこ
れは
る'"l、
O~ カミ

な
L、
で
あ
ろ
う

:
:
・
奮
唐
書
等
の
諸
書
は
、

十
畝
を
給
し
、
責
小
中
丁
男
女
及
び
老
男
篤
疾
廃
疾
寡
妻
妾
が
戸
主
な
る
場
合
に
は
、
並
に
永
業
団
二
十
畝
口
分
田
二

三
一
の
誤
〉

十
畝
を
輿
え

る
規
定
が
あ
る
が
、
嘗
唐
書
等
所
引
の
武
徳
令
に
は
存
在
し
な
い
。
」
「
開
元
七
年
令
(
或
云
四
年
令
)
及
び
同
二
十
五
年
令
に
は
、
共
に
老
男
の

、
@

田
の
規
定
が
あ
る
が
、
奮
志

・
唐
曾
要

・
逼
鑑
及
び
通
考
所
引
の
武
徳
令
に
は
見
嘗
ら
な
い
。
」
と
し
て
、

あ
た
か
も
令
文
そ
の
も
の
が
引
用

そ
こ
に
各
年
度
に
よ
る
制
定
の
痕
跡
が
明
瞭
に
窺
わ
れ
る
か
の
よ
う
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
説
明
を
加
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
私
は
語
蓄
の
二
次
的
編
纂
物
と
し
て
の
性
格
を
重
ね
て
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
六
典
の
如
き

さ
れ
て
い
て
、
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も
後
述
の
如
く
令
文
そ
の
も
の
に
劃
し
て
大
巾
な
節
略
を
加
え
た
、
む
し
ろ
取
意
文
と
稿
す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
通
典
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が
開
元
二
十
五
年
令
と
こ
と
わ
っ
て
引
く
と
き
は
比
較
的
原
令
文
に
近
い
形
の
よ
う
で
あ
る
が
、

場
合
が
多
い
。
正
史
に
至

っ
て
は
全
く
の
取
意
文
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
仁
井
田
博
士
の
場
合
、
自
ら
注
意
せ
ら
れ
つ
つ
な
お
且
つ

そ
れ
す
ら
も
令
文
そ
の
ま
ま
と
は
云
い
難
い

正
史
の
記
事
を
そ
の
ま
ま
採

っ
て
頭
書
の
「
諸
」
字
を
補

っ
た
だ
け
で
復
原
令
文
と
せ
ら
れ
た
も
の
が
少
く
な
い
。
う
っ
か
り
す
る
と
そ
れ
を

根
援
に
各
年
度
令
の
相
違

・
改
訂
を
論
じ
た
り
、
日
唐
令
の
相
違
を
論
ず
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
今

一
度
検
討
し
て
取
意
文
と
令
原

文
の
侠
文
と
を
匿
別
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
取
意
文
し
か
存
し
な
い
場
合
は
、
こ
れ
を

一
度
日
本
令
に
就
い
て
校
定
し
、
格
別
不
合
理
な
貼

が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
で
き
る
だ
け
鰻
裁
上
も
日
本
令
文
に
合
致
せ
し
め
て
復
原
令
文
を
立
で
て
よ
い
と
考
え
る
。
諸
書
に
停
え
る
引
用
文
・

取
意
文
を
手
掛
り
と
し
て
各
年
度
令
の
相
違
貼
を
論
ず
る
試
み
は
、
詔
勅
文
等
に
よ
っ
て
令
文
の
改
訂
が
確
認
せ
ら
れ
る
場
合
か
、
な
い
し
は

他
の
史
料
か
ら
合
理
的
に
推
理
し
て
ど
う
し
て
も
あ
る
年
度
を
境
に
法
的
取
扱
い
が
饗
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
断

J

ぜ
ら
れ
た
場
合
に
限
定

@
 

一
般
的
に
は
年
度
令
の
俊
文
の
相
違
は
知
り
得
な
い
も
の
と
思
っ
て
お
い
た
方
が
好
さ
そ
う
で
あ
る
。

し

恐
ら
く
多
く
の
候
文
が
、
武
徳
令
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以
来
そ
れ
程
大
き
な
饗
更
は
被
ら
な
い
で
開
元
令
に
至
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
但
し
唐
令
侠
文
な
い
し
取
意
文
と
相
嘗
日
本
令
文
と
が
明

ら
か
な
相
違
を
示
し
て
い
る
と
き
、
こ
れ
を
日
唐
令
の
聞
の
相
違
と
し
て
庭
理
し
て
し
ま
わ
ず
に
、
日
本
令
の
母
法
た
る
永
徽
令
に
そ
の
よ
う

に
規
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
な
い
か
を
考
え
、
唐
令
自
鎧
の
饗
化
設
展
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
を
再
検
討
し
て
み
る
こ
と
は

忘
れ
る
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
又
別
に
令
文
改
訂
の
明
誼
が
な
く
と
も
、
行
政
組
織
の
改
編
や
官
職

・
機
関
の
名
稽
に
、
置
躍
・
饗
更
が
あ

そ
れ
に
連
関
す
る
官
品

・
職
員

・
封
爵
・
稔

・
衣
服

・
儀
制
等
々
の
令
に
は
嘗
然
影
響

が
及
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
行
政
組
織
、
官
人
身
分
制
度
と
表
裏
不
可
分
の
閥
係
に
あ
っ
た
令
文
は
嘗
然
開
係
箇
所
の
表
現
を
新
制
に
合

っ
た
り
、
官
職
の
地
位
待
遇
に
昇
降
が
あ
っ
た
場
合
、

致
せ
し
め
ら
れ
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
貼
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

以
上
は
主
と
し
て
史
料
に
唐
令
の
侠
文
な
い
し
取
意
文
で
あ
る
こ
と
を
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が
、
次
に
考
え
て
お

く
べ
き
は
、
仁
井
田
博
士
が
敢
え
て
採
樺
さ
れ
な
か
っ
た
史
料
の
中
に
、
我
々
が
活
用
す
べ
き
令
文
復
原
の
手
掛
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
貼
で
あ
る
。
買
は
仁
井
田
博
士
も
、
全
瞳
と
し
て
は
確
買
を
期
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
、
何
等
か
の
形
で
唐
令
と
明
言
さ
れ
て
い
る
も
の



に
限
定
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
時
と
し
て
か
な
り
大
臓
な
推
断
に
よ
っ
て
、
殆
ん
ど
日
本
令
文
の
み
を
手
掛
り
に
復
原
を
試
み
ら
れ
た
場
合

け
も
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
を
更
に
も
う

一
歩
横
大
し
て
、
間
接
的
推
理
に
よ
る
復
原
を
試
み
て
も
よ
い
の
ぜ
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
史
料
の
先
ず
第
一
は
、
律
お
よ
び
律
疏
に
お
け
る
関
連
規
定
で
あ
る
。

一
連
の
規
定
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
日
本
令
の
候
文
と
相

い
呼
臆
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
日
本
令
相
嘗
の
唐
令
の
存
し
た
こ
と
を
認
め
て
先
ず
間
違
い
あ
る
ま
い
。

次
に
推
定
の
根
擦
と
す
べ
き
は
勿
論
日
本
令
で
あ
る
。
こ
れ
に
劃
す
る
私
の
基
本
的
韻
能
民
は
、

た
と
考
え
て
何
か
不
都
合
な
黙
が
見
出
さ
れ
な
い
限
り
、
相
嘗
唐
令
俊
文
が
存
し
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
が
日
本
令
そ
の
ま
ま

む
し
ろ
積
極
的
に
相
首
候
文
が
唐
令
に
存
し

で
あ
る
と
は
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
唐
令
に
も
在
っ
て
不
思
議
で
な
い
俊
文
は
、

日
本
令
が
猫
自
に
設
け
た
と
は
考
え
な
い
方
が
好
い
で
あ

ろ
う
。

た
だ
更
に
も
う
少
し
補
強
材
料
が
欲
し
い
と
き
に
は
、
少
く
と
も
次
の
二
つ
の
場
合
は
確
質
調
し
て
よ
い
と
思
う
。

日
本
養
老
令
文
と
略
々
相
嘗
す
る
候
文
の
存
す
る
場
合
で
あ
る
。

規
定
を
日
本
令
が
濁
自
に
設
け
偶
然
後
世
の
中
園
令
文
と
一
致
し
た
と
は
考
え
難
い
。
唐
令
を
纏
受
し
た
日
本
令
と
唐
以
後
の
中
園
令
と
が
、

共
に
唐
法
に
敢
え
て
境
更
を
加
え
な
か
?
た
結
果
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
既
に
仁
井
田
博
士
も
、
或
る
場
合
に
は
こ
の
黙
を
根
擦

と
し
て
令
文
の
復
原
を
行
な
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
第
一
は
、
宋
・
元
・
明
代
の
令
お
よ
び
格
勅
の
類
に
、

こ
の
よ
う
な
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し
か
し
仁
井
田
博
士
が
奉
げ
ら
れ
な
か

っ
た
場
合
も
又
少
し
と
し
な
い
。
博
土
に
し

て
な
お
か
つ
検
索
漏
れ
が
無
か
っ
た
と
は
云
え
な
い
が
、
明
ら
か
に
博
士
が
採
揮
さ
れ
た
同
一
史
料
の
中
に
見
え
る
も
の
、
が
殆
ん
ど
で
あ
る
か

ら
博
士
が
眼
を
逼
さ
れ
な
い
筈
は
な
い
。

で
は
敢
え
て

一
方
を
採
り
他
方
を
捨
て
た
根
擦
は
、

と
問
う
と
、
今
の
私
に
は
博
士
が
特
に
そ
れ
ら

の
場
合
を
区
別
さ
れ
た
理
由
を
見
出
し
難
い
の
で
あ
る
。
思
う
に
慎
重
を
期
さ
れ
た
博
士
は
、
特
に
補
う
こ
と
の
必
要
性
を
痛
感
せ
ら
れ
た
場

合
を
除
き
唐
代
以
外
の
史
料
と
日
本
令
と
の
み
を
根
援
と
す
る
復
原
に
消
極
的
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
私
は
こ
の
貼
で
も

む
し
ろ
積
極
的
に
、
右
の
一
致
が
あ
れ
ば
間
違
い
な
く
唐
令
を
受
け
た
も
の
と
し
て
復
奮
に
利
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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」
れ
は
極
め
て
屡
々
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

そ
の
第
二
は
、
諸
書
に
引
か
れ
た
唐
の
詔
勅
文
に
、
正
に
日
本
の
養
老
令
像
文
に
相
嘗
・
劉
躍
す
る
箇
僚
を
見
出
す
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て

時
と
し
て
こ
う
し
た
勅
文
を
参
考
資
料
に
掲
げ
ら
れ
た
が
、

仁
井
田
博
士
は
、

多
く
は
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し
か
し
私
は
こ
れ
ら
唐
の
詔
勅
文
と
一
致
せ
る
日
本
令
候
文
は
、
唐
令
を
共
通
の
原

典
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
。
逆
に
云
え
ば
、
永
徽
令
を
母
法
と
せ
る
日
本
令
候
文
に
相
嘗
す
る
唐
の
詔
勅
は
、
年
代
的
に

『
唐
令
拾
遺
』
に
お
い
て
は
採
り
上
げ
ら
れ
な
か

っ
た
。

降
る
場
合
が
多
く
内
容
的
に
見
て
護
勅
の
と
き
が
初
定
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、

恐
ら
く
従
来
か
ら
の
令
文
を
申
命
し
つ
つ
、

部
改
正
等
の
嬰
更
を
加
え
る
た
め
に
出
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
と
考
え
る
。
但
し
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
唐
に
お
け
る
詔
勅
文
と
格
令

と
の
閥
係
、
就
中
令
文
制
定
・
改
正
手
績
と
勅
と
の
閥
係
に
つ
い
て
詳
考
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
紙
面
を
要
す
る
の
で
別
稿
に
譲
る
こ
と

①
 

と
す
る
。

以
上
の
場
合
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
と
、
更
に
一
歩
を
進
め
て
唐
側
に
全
く
該
嘗
史
料
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
も
、
論
理
的
に

考
え
て
嘗
然
規
定
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
て
、

し
か
も
日
本
令
に
そ
れ
に
合
致
す
る
俊
文
の
存
す
る
場
合
は
、

か
な
り
大
脂
に
そ
の
日
本
令
を

唐
令
に
擬
す
る
こ
と
を
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も

日
本
令
で
は
官
職
名
に
お
け
る
州
牒
↓
園
郡
を
は
じ

め
、
各
種
の
誤
み
換
え
が
あ
る
こ
と
は
勿
論
、
嘗
時
の
日
本
に
お
い
て
意
義
を
も
た
な
い
よ
う
な
語
句
を
削
去
し
て
い
る
か
ら
、
日
本
令
文
そ

の
ま
ま
を
唐
令
に
擬
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
語
調
語
句
か
ら
見
て
殆
ん
ど
唐
令
そ
の
ま
ま
と
思
わ
れ
る
場
合
で
す
ら
本
来
の
唐
令
原
文
か
ら
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す
れ
ば
削
去
省
略
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
又
日
本
と
唐
と
で
は
、
借
尼
令
と
遁
倫
格
の
例
が
屡
々
引
か
れ
る
通
り
、

令
と
格
・
式
と
の
関
係

も
同
一
で
は
な
か

っ
た
。
従

っ
て
嘗
該
候
文
が
唐
法
で
あ
る
と
し
て
も
、
令

・
格
・
式
の
何
れ
で
あ
っ
た
か
は
必
ず
し
も
断
言
は
で
き
な
い
貼

が
あ
る
。
従
っ
て
巌
密
な
意
味
で
の
唐
令
の
復
原
そ
れ
白
睦
を
目
的
と
す
る
と
き
は
、
仁
井
田
博
士
の
如
く
、
明
誼
の
な
い
も
の
は
捨
て
ざ
る

そ
れ
と
は
別
に
唐
代
の
政
治
制
度
の
史
的
考
察
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
唐
法
の
包
括
的
復
原
を
自
指
す
立
場

を
得
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

的
に
令
文
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
は
ば
か
る
と
し
て
も
、

に
立
っ
と
き
は
、
法
典
の
類
別
よ
り
は
そ
の
よ
う
な
内
容
の
法
規
が
存
在
し
た
こ
と
を
推
定
し
う
る
こ
と
自
佳
に
意
味
が
あ
る
。
従
っ
て
最
終

ひ
と
ま
ず
日
本
令
と
相
い
劃
立
す
る
位
置
に
掲
げ
て
お
く
方
が
便
宜
に
か
な
う

と
考
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
中
園
史
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
日
本
の
『
令
義
解
』

『
集
解
』
に
つ
い
て
は
如
何
が
で
あ
ろ
う
か
。



伺
よ
り
も
先
ず
注
意
す
べ
き
は
こ
れ
ら
の
書
、
更
に
は
日
本
令
文
そ
の
も
の
が
、
首
時
の
日
本
人
の
唐
制
研
究
の
成
果
で
あ
る
と
い
う
黙
で

あ
る
。
即
ち
嘗
時
の
日
本
人
が
理
解
し
た
範
園
で
削
除
・
置
換
・
饗
更
を
加
え
、
或
い
は
な
お
疑
問
に
思
っ
た
貼
を
注
解
し
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
同
時
代
な
い
し
は
そ
れ
に
近
い
時
代
の
人
に
よ
る
も
の
と
し
て
極
め
て
有
力
な
手
掛
り
で
は
あ
る
が
、

や
は
り
何
と
い
っ
て
も
外
園
人

・
異
民
族
と
し
て
の
日
本
人
の
理
解
し
た
令
制
で
あ
る
。
我
々
は
、
日
本
に
お
け
る
唐
令
研
究
あ
る
い
は
唐
文
化
研
究
の
歴
史
が
、
ま
さ
に
同
時

代
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
更
め
て
注
目
し
、
そ
の
成
果
を
再
評
債
す
る
と
と
も
に
、
他
方
そ
こ
で
生
み
出
さ
れ
た
律
令
観
、
唐
制
・

⑤
 

唐
文
化
に
射
す
る
見
方
、
理
解
の
仕
方
と
い
う
も
の
に
や
は
り
批
判
の
眼
を
向
け
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

」
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
我
々
は
先
ず
令
制
に
つ
い
て
、

日
本
の
令
制
お
よ
び
明
法
博
士
た
ち
の
理
解
を
一
と
ま
ず
措
き
、
中
園
法
自

鐙
の
俸
統
お
よ
び
鰻
系
に
則
し
た
理
解
を
も
つ
よ
う
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ち
全
鐙
の
篇
目
構
成
や
篇
次
排
列
の
意
味
・
意
園
を
探
り
、
唐
令
全
睦
の
基
本
特
徴
を
つ
か
み
、

そ
れ
に
は
先
ず
最
も
概
観
的
・
巨
視
的
に
外
形
か
ら
、
即

然
る
後
ち
そ
の
よ
う
な
篇
目
構
成
の
下
で
の
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各
令
の
も
つ
意
味
を
把
え
、
更
に
細
部
に
亘

っ
て
各
令
に
お
け
る
各
候
文
の
排
列
の
意
味
を
理
解
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
思
う

に
一
時
代
の
基
本
法
典
た
る
以
上
、
そ
の
全
陸
構
成
に
は
必
ら
ず
何
等
か
の
内
在
的
統
一
原
理
が
存
在
し
、
候
文
の
配
列
に
も
何
等
か
の
有
機

的
連
閥
性
・
内
在
的
論
理
が
貫
流
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
を
探
り
出
す
こ
と
こ
そ
先
ず
第
一
の
急
務
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

律
令
の
編
目
・
編
次
の
概
観

従
来
律
令
の
編
目
に
つ
い
て
は
少
か
ら
ぬ
論
稿
を
算
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
殆
ん
ど
す
べ
て
が
所
停
不
明
文
は
所
俸
に
喰
い
違
い
の

あ
る
律
令
の
編
目
・
巻
数
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
費
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
歴
代
王
朝
の
各
時
代
の
律
令
を
比
較
す
る
際
、

相
互
の
編
目
の
相
違
に
つ
い
て
は
屡
々
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
進
ん
で
そ
の
意
味
を
問
う
こ
と
は
徐
り
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
又
編
次
に
つ

い
て
も
そ
の
順
序
に
特
別
の
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
見
解
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
従
来
の
法
制
史
家
の
研
究
が
、
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多
く
の
場
合
近
代
法
の
睦
系
・
範
庸
・
概
念
を
分
析
の
道
具
と
し
て
き
た
か
ら
で
、

ロ
ー
マ
法
・
ゲ
ル
マ
ン
法
の
停
統
と
連
接
す
る
ヨ
l

p

y
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第
一
表

歴
代
律
編
目
封
照
表

ム ム ム ム ム ム 。。
蒜法志音明霊律台

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
雑 断 繋 捕 告 請 賊 盗 法刑

獄 訊 劾 f隊 侭 例名

ム ム ム ム ム ム 。0 3 警梁
11 10 9 8 7 6 5 4 2 1 
雑 断 繋 討 告 戸」ζ之 言下 賊 盗 法 刑 知j

獄 訊 捕 劾 財f 侭 叛 劫 例名 主律

4 3 
同北

車(HE 法 刑

上律周 ! 
曾享 例名

• ) び(同北 1
2 I 1 
術名 六上湾 l

フ本苫主之主 ou 

上典問及量陪律• • 3 2 1 
職 術 名

制 l'禁 ou 、‘J

1 1白壁律業4 3 
請 途 名 l

求 制l 例さ

• • 
名1 徴同皇千里律軍3 2 

H裁 術i

告リ をフ苦主て之 仔uじ永

パ
法
史
の
場
合
、

な
い
し
は
そ
れ
と

の
比
較
法
制
史
的
研
究
の
た
め
に

は
、
共
通
の
尺
度
の
設
定
の
た
め
大

い
に
意
義
、か
あ
り
又
成
果
も
摩

っ
た

と
い
い
う
る。

し
か
し
反
面
、
基
本

的
性
格
を
異
に
す
る
律
令
法
系
の
、

各
時
代
の
法
典
そ
の
も
の
が
も
っ
内

在
的
統
一
原
理
を
把
握
す
る
試
み
は

乏
し
い
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
よ
う
な

- 94-

問
題
意
識
も
稀
薄
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
か
と
思
わ
れ
る
。
法
皐
に
つ
い
て

は
む
し
ろ
素
人
の
中
園
史
家
に
と
っ

て
は
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
法
鐙
系

そ
の
も
の
に
表
出
せ
る
時
代
の
特
性

を
こ
そ
捉
え
た
い
と
考
え
る
貼
で
、

些
か
異
っ
た
関
心
の
持
ち
方
と
な

る
。
そ
れ
を
一
示
す
た
め
に
先
ず
律
の

編
目
・
編
次
に
つ
い
て
の
概
観
を
行

な
っ
て
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
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詐 闘 賊 鐘 厩 戸

僑 訟 盗 輿 庫 婚

周|
。

10 9 8 7 6 5 
盗賊 告 撞 婚 Fヨ

劾 輿

ム 。
9 8 7 6 5 4 
詐 闘 賊 撞 厩 戸

僑 訟 盗 輿 庫 婚

て
お
こ
う
(
第
一
表
、
歴
代
律
編
目
封

照
表
参
照
〉
。

劃
照
表
を
見
て
先
ず
気
の
付
く
こ

と
は
、
第
一
の
刑
名
・
法
例
(
名
例
Ml

の
項
目
は
、

晋
律
以
来
襲
る
こ
と
な

く
律
の
日
目
頭
に
置
か
れ
て
き
た
こ
と

で
、
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
停
統
的
罪

罰
観
念
の
一
貫
性
と
、
そ
こ
か
ら
す

べ
て
が
演
縛
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て

- 95一

い
る
。
衣
に
は
菅
律
と
南
朝
の
梁
律

が
顕
著
な
系
譜
関
係
を
有
し
、
北
朝

の
北
周
律
と
北
膏
律
は
特
異
な
構
成

を
取
っ
て
い
る
こ
と
、
惰
の
開
皇
律

は
北
周
律
よ
り
む
し
ろ
北
費
律
を
襲

ぃ
、
唐
律
も
こ
れ
を
受
け
て
い
る
こ

と
、
大
業
律
は
開
皇
律
に
若
干
北
周

律
、
更
に
は
梁
律
の
篇
目
を
加
味
し

た
感
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

特
に
北
費
律
と
開
皇
律
の
系
譜
関
係
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ム
お
断

獄

ム
叩同
断

獄

一
ム
ロ

断

獄

一

日山
雑

ム
ロ
断

獄

に
は
政
治
史
的
諸
事
賓
と
の
関
連
か

ら
も
注
意
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
更
に
重
要
な
の
は
編
目
編
次
の

細
部
に
お
け
る
異
同
で
あ
る
。
菅

・

梁
律
に
お
い
て
員
先
に
置
か
れ
る
盗

賊
律

(
O印
)
は

罪
罰
の
中
で

は
最
も
原
初
的
に
し
て
基
本
的
な
も

の
の

一つ

で
あ
ろ
う
が

レ
し
司
リ
・
レ
u

J
4
E
μ
'

・4
イ

斉
・
惰

・
唐
律
に
お
い
て
は
こ
れ
ら

-96-

は
比
較
的
後
方
に
置
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
盗
・
賊
律
よ
り
も
先
ず
員
先

に
掲
げ
る
べ
き
も
の
が
他
に
存
す
る

と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、

律
の
全

瞳
的
構
成
に
お
い
て
、

菅
↓
南
朝
と

北
朝
↓
惰
・
唐
と
で
は
あ
る
基
本
的

相
違
が
存
す
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
然
ら
ば
北
朝
↓
惰
・
唐
で
員
先
に
置
か
れ
た
の
は
何
か
。
面
白
い
こ
と
に
こ
の
貼
で
北
周
と
北
宵
は
異
っ
て
お
り
、
北
周
で
は
杷
享
・
朝

食
律
と
い
う
も
の
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
射
し
北
斉

・
惰

・
唐
で
は
先
ず
衛
禁
律
な
の
で
あ
る
。

」
れ
と
封
躍
す
る
菅

・
梁

・
北
周
の

衛
官
律
は
い
ず
れ
も
戸
婚
・
撞
輿
等
の
後
、
盗
・
賊
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
(
.
印
〉
。
編
次
に
お
け
る
衛
禁
律
の
躍
進
は
何
を
意
味
す
る
も
の



で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
は
衛
府
制
を
柱
と
す
る
軍
事
の
中
央
集
権
化
、
皇
帝
擢
強
化
の
反
面
と
し
て
の
禁
裏
警
衛
の
巌
格
化
と
い
っ
た
大
勢
と

深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
普
通
府
兵
制
の
系
譜
と
し
て
西
貌
↓
北
周
↓
惰
・
唐
と
考
え
ら
れ
勝
ち
で
あ
る
が
、
軍
府
の
地
方
設
置
と
い
う

こ
と
の
み
を
問
題
と
す
る
の
で
な
く
、
近
衛
の
衛
府
及
び
兵
部
に
よ
る
武
官
の
統
制
等
を
含
め
て
問
題
と
す
る
な
ら
ば
、
北
青
の
五
兵
尚
書
等

の
制
度
の
持
つ
意
味
を
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、
律
編
目
全
盛
に
お
け
る
北
青
と
惰
唐
と
の
系
譜
関
係
を
見
て
も
、
衛
禁
律
の
名
稽
と
編
次
に
占
め

る
位
置
の

一
致
は
注
意
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
嘗
て
布
目
潮
楓
氏
は
史
皐
曾
東
洋
史
部
舎
に
お
い
て
、
唐
律
に
お
け
る
皇
帝
の
身
港
警
護
に
闘
す

る
罪
罰
の
重
視
を
テ
i
マ
と
さ
れ
、
そ
れ
は
玄
武
門
之
饗
等
の
如
き
何
等
か
の
政
治
的
事
情
が
そ
れ
を
要
求
し
た
結
果
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推

@
 

測
さ
れ
た
。
し
か
し
右
の
編
目
編
次
全
韓
の
推
移
を
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
黙
が
よ
り
大
き
な
歴
史
の
流
れ
の
然
ら
し
む
る
所
で
あ
る
こ
と
が
窺

わ
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
を
律
瞳
系
の
園
田
頭
に
持
ち
出
し
た
所
に
立
法
者
の
意
識
的
姿
勢
を
讃
み
と
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
も
街
禁
に
躍
を
接
し
て
置
か
れ
る
職
制
律
(
・
印
)
で
あ
る
。
勿
論
官
人

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

惰
律
に
到
っ
て
初
め
て
登
場
し
、

- 97一

の
非
遣
に
劃
す
る
罰
則
は
以
前
か
ら
存
し
、
請
賦

・
受
隊
・
告
劾

・
達
制
を
は
じ
め
、
各
律
自
に
編
入
せ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易

に
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
特
に
そ
れ
ら
を
職
制
の
一
目
を
立
て
て
類
集
・
鐙
系
化
し
、
し
か
も
編
次
第
三
番
目
に
据
え
た
こ
と
は
重
要
で
あ

る
。
官
人
の
犯
罪
も
そ
れ
以
前
は
一
般
犯
罪
と
同
列
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
特
別
な
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
が
、
今
や
特
に
取
り
出

し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
こ
そ
は
惰
に
お
け
る
所
謂
郷
官
慶
止

・
九
品
官
中
央
任
命
・
中
央
地
方
を
貫
ぬ
く
官
制
瞳
系
の
中
央
集

権
的
整
備
等
々
と
い
っ
た
官
人
職
制
睦
系
の
確
立
の
一
面
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
衛
禁

・
職
制
律
を
見
た
だ
け
で
も
、
更
め
て
律
の

瞳
系
そ
の
も
の
が
官
人
制
度
の
行
政
組
織
と
表
裏

一
瞳
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
射
し
、
菅

・
梁
律
で
盗

・
賊
の
次
に
置
か
れ
て
い
た
詐
儒
以
下
断
獄
に
至
る
諸
律
は
、
北
周
律
で
は
そ
の
ま
ま
末
尾
に
配
さ
れ
て
お

他
の
律
目
と
の
関
係
で
云
え
ば
、

北

斉

・

惰

・

唐

で

は

大

巾

に

整

理

さ

れ

て

適

宜

配

置

を

饗

え

ら

れ

て

い

る

。

晋

・
梁
律
で
は
盗

・
賊

の
次
、
戸
婚

・
撞
輿
・
衛
宮
の
前
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、
北
朝
↓
惰
唐
で
は
す
べ
て
後
に
配
し
、
逆
に
衛
禁
・
職
制
に
衣
い
で
順
序
を
躍
進
し

た
の
が
戸
婚
・
撞
輿
律
で
あ
る
。
思
う
に
こ
れ
は
戸
籍
制
度
の
重
視
、
三
長

・
二
長
制
の
如
き
戸
の
把
握
の
厳
密
化
の
試
み
と
、
兵
・
役
徴
護

り

549 
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の
中
央
的
統
制
の
巌
格
化
と
を
反
映
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

編
次
の
序
列
す
べ
て
に
つ
い
て

一
貫
せ
る
配
列
の
論
理
を
浮
び
上
ら
せ
る
ま
で
に
は
到

っ
て
い
な
い
が
、
こ
う
眺
め
て
く
る
と
、
歴
朝
の

た
と
え
ば
、
菅
・
梁
律
に
見
え
る
関
市
律
が
北
朝
に
な
く
、
梁

律
の
編
目
編
次
は
か
な
り
色
々
の
こ
と
を
語

っ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
ま
た
、

律
で
は
倉
庫
律
も
加
わ
り
、
そ
れ
が
陪
の
大
業
律
で
は
編
自
に
姿
を
見
せ
て
い
る
の
は
、
南
朝
に
お
け
る
商
業
の
瑳
展
と
、
暗
に
お
け
る
そ
の

繕
承
を
物
語
る
も
の
か
も
し
れ
ぬ
。
唐
律
は
開
皇
律
に
師
る
こ
と
を
標
傍
し
た
か
ら
、
開
皇
律
に
見
え
な
い
編
目
は
立
て
な
か

っ
た
。
し
か
し

開
市
・
倉
庫
に
闘
す
る
法
規
は
ま
す
ま
す
必
要
と
な

っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
令
に

た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

お
け
る
開
市
令
・
倉
庫
令
等
の
充
貫
と
、
職
制
律
の
濁
立
、
厩
牧

・
倉
庫
を
合
併
し
た
厩
庫
律
の
整
備
等
に
よ
っ
て
、
該
首
候
文
が
吸
牧
さ
れ

し
か
し
律
の
編
目
か
ら
閥
市
を
落
し
た
の
が
如
何
な
る
意
味
を
含
む
か
は
、
更
に
考
う
べ
き
問
題
の
よ
う
に
感

ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
菅
律
に
は
諸
侯
律
が
あ

っ
た
が
以
後
は
な
い
。
こ
れ
も
菅
の
封
建

(封
王
)
制
と
不
可
分
の
貼
で
あ
ろ
う
。

。。nv 

以
上
は
全
く
の
印
象
的
概
観
に
止
ま
る
が
、
同
様
の
こ
と
が
令
の
編
目
・
編
次
の
視
察
か
ら
も
確
認
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
雨
々
相
い
侯

っ
て
推
測
を
よ
り
確
貨
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
令
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
(
第
二
表
、
歴
代
令
編
目
釘
照
表
参
照
)
。

第

表

歴
代
令
編
目
封
照
表
(
接
六
典
空
ハ
)

音

メOJ入

梁

メμ入

東諸諸諸官 F告

宮術寺省 開

職問長
皇

1 E1コ[:1 
メυ弘、

員員 員員 下上

東宮術寺職員師三 官

王府監 三

信員 職職 公 前

員負 選省品
メH〉、

関
同同同同 r首"" 

フ後ムυ E 

r、、

推

上上上上 ロpロ 定、J

こ
こ
で

も
先
ず
気
の
付
く
こ
と
は
、
菅

・
梁

令
に
お
い
て
員
先
に
掲
げ
ら
れ
た
戸

令
以
下
の

D
グ
ル
ー
プ
に
代
り
、
惰

唐
令
で
日
目
頭
に
置
か
れ
た
の
は
官

品
令
(

A

)

で
あ
り
、

績
い
て
は
菅

-
梁
令
で
末
尾
近
く
に
置
か
れ
て
い

た
蓋
省
職
員
令
(

B

)

が
躍
進
し
て
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[||  
6 5 

捕閥復 佃戸洞限 俸 吏 官貢事戸

亡市 除 G 調 l 制 康 員 ロ'"ロ 土

13 12 11 10 5 4 321  

劫 閥復 醤 公戸洞 吏
，ーHιー， 貫皐戸

賊 努
回
:z: 

水 疾
儀迎用 調 ! 1 

火 市除 病 |需IJ 員 ロ'"ロ 土

14 113 12 11 10 987  
考 封 選率戸 洞

命間iE 爵 婦郡

俸
員品 懸戎

|課 康 E2 聖車

11 10 9 8 7 6 
考 選 戸 洞

i号課 望車

考 選事戸 同 |同同 l

、

爵 課 翠 上 上上

D I A'I I b I 。J I F' 

い
る
a

こ
れ
に
は
菅
・
梁
令
の
吏
員

令
(

b

)

も
吸
牧
せ
ら
れ
た
か
と
想

や
は
り
惰

像
さ
れ
る
。
右
の
貼
は
、

唐
令
に
お
け
る
九
品
官
ま
で
の
中
央

任
命
と
、
官
制
盟
系
整
備
の
反
映
で

あ
る
と
同
時
に

そ
も
そ
も
令
と
い

う
法
典
が
何
を
柱
と
し
、

何
の
た
め

に
制
定
さ
れ
た
か
を
も
暗
示
し
て
い

る
。
即
ち
、
す
べ
て
は
官
人
行
政
組

- 99一

織
と
そ
の
運
営
・
運
用
の
た
め
に
不

可
棋
な
法
規
を
、

そ
の
限
り
に
お
い

て
規
定
し
て
い
?
た
も
の
で
、

し
台、

も
そ
の
力
貼
の
置
き
所
が
菅

・
梁
令

と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
重
み
を
、
中
央

↓
地
方
の
官
人
身
分
陸
系
に
か
け
て

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
注
目
を
惹
く
の
は
惰
唐
令
で

は
第
二
グ
ル
ー
プ
に
お
か
れ
た
D
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
菅
令
以
来
一
貫
し
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Hl 

15 14 
椴獄

杖官

! 16 15 14 
l鞭 獄 捕

I G i 

， 16 ! 

11盤!
l楽 l

|疾 |

l 病 l葬

17 
喪

J I ra I杖官亡

20 1918 17 I 16 i 
儀Ili'ii衣 | 宮 i

術 |

軍 |

防 |

29 
喪

H& 

14 I 13 12 
衣 (寧宮

制限 |防術

衣

術坊服

簿

儀

葬 1 H2 i Q I F2 

議lZJl 諸 君誕百
庫

既

官 |寧市牧役

24 I ' 23 ， 22 21 20 19 18 ! 

獄 轡 ;閥厩倉賦回 |

葬|繕 | 官 l!疾 (市牧庫役 ! 

同 |同 |獄捕 |依 [同

上l上l官亡 l寧[上一上上上

止
巾

16 
歯

式

17 
r、'
品入

25 
管

葬

26 
喪

儀

簿

1 築歯

式

，、}
A 同向同同同

て
戸
令
・
拳
令
・
選
挙
会
員
士
〉
令

菅
・
梁
令

の
順
を
崩
し
て
い
な
い
。

の
貢
土
が
隔
で
選
翠
と
名
を
饗
与え
た

の
t主

E
の
考
課
令
の

登
場
と
共

に
、
科
穆
制
度
の
採
用
を
反
映
し
て

制

い
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
で
見

簿

る
限
り
戸
令
は
古
来
官
人
選
詮
の
母

盟
と
し
て
、

文
官
人
統
治
の
基
礎
と

王に

し
て
の
意
義
を
重
闘
し
て
設
け
ら
れ

-100ー

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。
市
し
て
こ
れ
に
績
く
の
は
俸
康

(
封
爵
が
食
封
と
し
て
の
意
味
し
か
も
た

な
く
な
る
と
俸
腐
と
合
併
さ
れ
る
)
で
あ

っ
て
、
通
常
日
本
令
の
順
序
か
ら
親

念
さ
れ
る
が
如
き
、
戸
令
↓
田
令
↓

賦
役
令
と
い
う
順
序
、

即
ち
戸
籍
↓

給
田
↓
課
役
徴
牧
と
い
う
ス
ト
レ
l

ト
な
論
理
と
は
違

っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

」
の
勲
は
後
に
戸
令
そ
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雑

凸

u
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」

J2E

一
幻
門
下
散
騎
中
書

一

辺

向

書

忠

一

幻

三

重

秘

書

一
M
王

公

侯

一

泊

軍

吏

員

一
お
選

L
一
幻
選

一
泊
選

P
一
泊
宮

120!~ 18 
雑

P M 

40~39 38~33 32 31 30 
雑 草箪箪膿

雑水

衛

25 24 23 22 
王三向門

公牽長
秘喧

士将吏| 侯書書書|衛

30 
雑

27 
雑

同

一一一 一!上

の
も
の
の
俊
文
の
配
列
を
見
る
と
き

土将吏

28 27 ~6 
選 選 選

雑

一
層
鮮
明
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
結

論
を
先
取
り
し
て
云
う
な
ら
ば
、
特

に
惰
唐
令
の
場
合
、
官
品
の
睦
系
が

き
ま
り
、
中
央
地
方
の
官
職
組
織
が

き
ま
る
と
、
次
は
具
韓
的
に
そ
れ
を

構
成
す
る
官
人
を
何
虚
か
ら
如
何
に

し
て
採
る
か
、
ど
の
よ
う
な
考
課
評

定
を
行
な
い
、
待
遇
を
輿
え
る
か
、

-101ー

戦戟法法

と
い
う
論
理
的
順
序
に
な
っ
て
い

そ
の
中
で
の
戸
籍
等
の
規
定

は
、
凡
そ
人
の
貫
籍
を
明
ら
か
に
す

て、る
と
共
に
、
地
方
行
政
組
織
が
す
べ

て
戸
敷
を
基
準
と
し
て
等
級
づ
け
ら

れ
、
同
じ
州
・
豚
で
も
そ
れ
に
よ
っ

て
上
・
中
・
下
に
分
た
れ
、

臆
じ
て
長
官
の
官
品
・
官
員
の
敷
等

そ
れ
に

553 

が
き
ま
り
、
そ
れ
が
考
課
昇
進
に
も
闘
連
を
有
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
た
め
、
ど
う
し
て
も
こ
こ
に
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
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次
に
目
を
惹
く
の
は
、
音

・
梁
令
に
お
け
る
服
制
令
が
、
惰
唐
で
は
衣
服

・
歯
簿
・
儀
制
、
更
に
は
柴
令
と
擦
大
さ
れ
て
宮
廷
儀
穫
の
陸
系

が
作
ら
れ

(
J
群
)
、
但
し
そ
の
位
置
は
後
へ
迭
ら
れ
、
綴
く
洞
令
は
逆
に
前
に
出
さ
れ
て
職
員
令
の
後
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
黙
も
論
ず

れ
ば
意
味
を
渡
見
で
き
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
績
く
F
群
の
戸
調
令
・
佃
令
か
ら
関
市
令
に
及
ぶ
税
財
政
閥
連
規
定
、
獄
官
令
を

中
心
と
す
る

H
群
の
司
法
行
政
関
係
規
定
が
、
揃

っ
て
後
へ
廻
さ
れ
、
代
っ
て
耳
目
令
で
は
遥
か
末
尾
に
近
く
、
梁
令
で
や
や
前
に
迭
ら
れ
た
宮

街
令
(

I

)

が、

宮
街
軍
防
令
と
し
て
躍
準
し
て
い
る
貼
で
あ
る
。

る
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
菅
令
で
は
宮
衛
令
の
前
後
に
蓮
吏

・
選
時
・
選
雑
士
と
軍
戟

・
軍
法
な
ど
が
配
さ
れ
て
い
る
。
梁
令
で
は
そ
の

こ
れ
に
つ
い
て
は
衡
禁
律
に
つ
い
て
の
べ

た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま

軍
戦
・
軍
法
等
が
消
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
檀
興
律
等
と
の
開
係
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
黙
は
措
く
と
し
て
、
選
吏

・
選
勝
・

選
雑
士
令
の
背
景
は
、
昨
署
権
を
有
し
て
幕
府
を
聞
い
た
州
鋲
長
官
が
各
地
で
都
督
匿
を
統
治
し
て
い
た
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
解
せ

ら
れ
る
。
州
鎮
の
軍
事
権
を
切
離
し
て
中
央
直
結
の
軍
制
鐙
系
を
整
備
し
た
陪
唐
で
、
そ
れ
ら
は

B
群
の
職
員
令
に
統
合
さ
れ
、
軍
戦
・
軍
法

さ
て
官
人
行
政
鰻
系
の
完
整
と
共
に
完
備
さ
れ
た
の
は

そ
の
運
用
上
不
可
歓
の
文
書
行
政
規
定
で
あ
る
。
公
胞
の
基
本
形
式
と
そ
れ
ぞ
れ

-102-

令
は
軍
防
令
と
し
て
再
編
成
さ
れ
て
、
宮
街
令
と
共
に
前
に
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

の
目
的
用
途
・
効
力
を
規
定
し
た
公
式
令
(
K
〉
が
惰
令
に
登
場
す
る
の
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

報
告

・
任
命
認
可
の
手
績
が
確
定
し
て
、
い
よ
い
よ
田
土
の
規
制

・
勘
課
農
桑
↓
賦
税
の
徴
牧
↓
牧
納
物
の
倉
庫
管
理
・
官
馬
の
管
理
ぷ
日
物

而
し
て
す
べ
て
の
詔
勅

・
命
令

・
上
申

・

の
排
下
げ
買
い
上
げ
の
場
で
あ
る
市
場
の
管
理
と
い
う
順
序
に
規
定
が
排
列
さ
れ
て
く
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
但
し
回
令
の
最
大
の
揖
い
は
、
後

に
明
ら
か
に
す
る
如
く
、
勘
課
農
桑
し
て
地
に
遺
利
あ
ら
し
め
ざ
る
と
共
に
、
官
人
永
業
田
等
に
よ
っ
て
宮
口
問
秩
序
に
割
鷹
す
る
土
地
所
有
の

階
層
秩
序
を
形
成
す
る
に
あ

っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
、
賦
税
徴
納
の
前
提
と
し
て
の
意
味
だ
け
で
な
く
、
先
行
す
る
官
品
・
官
職
位
階
秩
序

そ
の
貼
で
は
菅
・
梁
令
に
お
け
る

F
群
も
、
官
品

・
吏
員

・
俸

康
令
の
後
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
?
に
が
、
財
政
面
で
も
惰
唐
に
比
す
れ
ば
地
方
長
官
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
側
面
が
大
き
く
、
到
底
惰
唐

の
す
べ
て
を
受
け
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
自
ず
か
ら
位
置
が
定
ま
っ
て
い
る
。

の
如
き
全
圏
的
官
制
鐙
系
と
表
裏

一
穫
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
菅
の
戸
調
令
・
佃
令
に
封
し
、
梁
で
は
戸
調
令
・
公
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回
公
用
儀
迎
令
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
地
方
財
源
の
中
央
統
制
強
化
の
進
行
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
注
目
し
て
好
い
で
あ
ろ
う
。
残
る
と
こ

ー
ろ
醤
疾
・
偲
寧
令
に
つ
い
て
は
そ
の
順
序
に
現
れ
る
必
然
性
を
一
庭
理
解
で
き
る
が
、
獄
官
・
捕
亡
が
そ
の
後
に
配
置
さ
れ
る
理
由
は
ま
だ
充

分
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
の
で
後
に
譲
る
。

律
令
の
編
目
・
編
次
の
表
面
的
概
観
か
ら
得
ら
れ
る
所
を
列
記
し
た
が
、
こ
れ
は
全
く
の
初
歩
的
観
察
で
、
更
に
詳
細
な
分
析
お
よ
び
傍
誼

を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
も
惰
唐
律
令
の
基
本
構
造
に
関
す
る
か
な
り
重
要
な
手
掛
り
を
得
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
の
は
私
の
主
観

的
解
揮
に
過
、
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
更
に
各
令
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
検
誼
し
て
見
た
い
。

四

戸
令
俊
文
の
配
列
に
つ
い
て
の
検
討

律
令
の
篇
目

・
篇
次
に
つ
い
て
の
観
察
を
手
掛
り
と
し
て
、

ぃ
。
し
か
し
残
念
乍
ら
唐
令
の
各
僚
の
排
列
に
つ
い
て
は
全
く
記
録
な
く
、

各
篇
に
お
け
る
箇
々
の
俊
文
の
排
列
と
そ
の
含
意
す
る
所
と
を
問
題
に
し
た

日
本
令
を
手
掛
り
と
す
る
外
は
辛
う
じ
て
逼
典
等
が
開
元
二
十
五

年
令
の
文
を
紹
介
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
列
奉
の
順
序
が
原
令
文
の
排
列
順
に
略
身
近
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
本
来
の
順
序
を
崩
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
箇
所
が
あ
り
、
結
局
は
組
合
判
断
よ
り
以
外
な
い
。

し
か
し
そ
れ
も
明
ら
か

-103ー

こ
こ
で
は
取
り
敢
え
ず
税
役
制
度
の
基
礎
を
な
す
戸
・
田
・
賦
役
令
文
の
一
部
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
が
、
就
中
戸
令
に
つ
い
て
は
そ

の
全
健
構
成
を
も
概
観
し
て
お
き
た
い
。

先
ず
日
本
養
老
戸
令
の
目
次
と
t

仁
井
田
博
士
の
復
嘗
唐
令
の
目
次
と
を
上
下
封
照
し
つ
つ
検
討
し

て
、
戸
令
と
い
う
法
典
の
構
成
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
を
探
っ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

(
第
三
表
「
日
唐
戸
令
係
文
劉
照
表
」
参
照
、
表
中
唐
令
各
機

の
名
稽
は
筆
者
の
付
し
た
俵
得
。
特
に
必
要
な
場
合
の
み
篠
文
を
移
録
し
た
。
後
ち
本
文
中
で
説
明
す
る
。
)

今
偲
り
に
唐
令
の
排
列
が
日
本
養
老
戸
令
と
等
し
か

っ
た
も
の
と
す
る
と
、

555 

士
農
工
商
の
所
謂
「
四
民
」
を
定
め
た
基
本
身
分
規
定
で
、

存
し
て
い
た
の
に
ハ
古
記
に
譲
り
)
養
老
令
で
は
姿
を
消
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
養
老
令
に
相
賞
候
文
無
き
た
め
そ
の
位
置
不
明
で
、
仁
井

Z
の
三
項
に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

X
は、

全
盟
を
内
容
か
ら
見
て
記
競
A
か
ら
ー
ま
で
の
九
群
と
、

x
y

こ
れ
が
日
本
で
大
賓
令
に
は
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第
三
表

日
唐
戸
令
傑
文
封
照
表

A 群

本

老

メ入
Tl 

養

日

一
、
震
里
線

二
、
定
郡
係

三
、
霞
坊
長
線

四
、
取
坊
令
係

B 

五
、
戸
主
係

六
、
三
歳
以
下
線

七
、
目
盲
傑

八
、
老
残
係
(
老
残
潟
次
了
)

九
、
五
家
保

一法同租溜迫:0
、)戸調之訪 i

給代代間 =、戸
侍輪輪、 EJj益
保 、同三五.42走

六里等保 j;傑
年居以及処"
不住上 三 臥I(a) 
狼者・親 等 Edt;凡(
、、、以幌!戸!

亦謂上其J 逃(
除 (c) 親 地;走J

帳戸 、主主!者、
内均公i 、:

地 口 分、 令1
准逃佃 (b) 五
上者全未保

一
二
、
醐
郡
部
安
保

仁
井
田
復
欝
唐
令
及
び
参
考
資
料

一、

例
震
里
似
坊
村
山
川
隣
里
線

二
、
量
戸
口
定
州
等
第
係

三
、
量
戸
口
定
豚
等
第
篠

田
、
置
坊
正
係

五
、
選
充
三
正
(
里
正
・
坊
正
・
村
正
)
篠

「
六
、
戸
主
・

家
長
・
課
・
不
課
係

戸
七
、
不
課
戸
・
口
保

八
、
丁
中
篠

九
、
目
盲
・
残
駿
篤
疾
係

一
O
、
四
隣
五
保
保

一一、

×
〔
唐
〕
租
調
代
輪
、
各
無
田
者
、
不

出
租
也
、
此
文
興
唐
令
改
替
故
也
、
但
調
五

保
及
三
等
均
出
、
不
論
地
有
無
也

一二、

給
侍
縦

一
三
、
感
侍
、
戸
内
無
周
親
係

一
四
、
無
子
者
脂
綿
草
安
保

田
博
士
は
「
六
典
に
は

戸
籍
に
闘
す

る
諸
篠
よ
り
は
後
に
記
載
さ
れ
て
ゐ

る
か
ら
姑
ら
く
そ
れ
に
徴
ふ
こ
と
L

す
る
。
向
奮
志
で
は
村
坊
隣
里
の
規

定
の
次
、

丁
中
及
び
帳
籍
の
規
定
の

前
に
存
す
る
。
」
と
注
せ
ら
れ
て
い

る
。
六
典
は
開
元
七
年
〈
叉
は
四
年
)

令
に
基
づ
く
と
は
い
え

原
典
の
中

か
ら
必
要
な
部
分
を
抽
出
し
て
遁
嘗

-104ー

に
綴
り
合
わ
せ
飯
め
込
ん
で
文
を
成

し
て
い
る
の
で
令
文
各
僚
の
配
列
順

序
と
い
う
貼
で
は
こ
れ
の
み
で
は
根

擦
と
す
る
に
薄
弱
で
あ
る
。
奮
唐
書

の
場
合
、
重
職
官
志
に
お
い
て
は

六
典
と
同
じ
で

A
群

B
群
の
後
に

D

群
が
お
か
れ
、
次
い
で

C
群
が
あ
っ

令方て
の十谷最
項八四後
の食 に
下貨 X
に志が

はお
大 武か
略徳、 れ
A 七て
X 年い
B 始る
D 定
の律
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C 

一
三
、
震
戸
傑

一
四
、
新
附
係
(
凡
新
附
戸
、
皆
取
保
鐙
、
本

間
元
由
、
知
非
逃
亡
詐
胃
、
然
後
蕗
之
。

其
先
有
爾
貫
者
:
:
:
従
先
貫
震
定
、
其
於
法

不
合
分
析
云
々
。
〉

一
五
、
居
狭
篠
(
凡
戸
、
居
狭
郷
、
有
築
遷
就

寛
、
不
出
国
境
者
、
於
本
郡
申
牒
、
管
関
慮

分
、
若
出
国
境
、
申
官
待
報
、
於
閑
月
園
郡
領

迭
、
付
領
詑
、
各
申
官
)

一
六
、
波
落
外
蕃
傑

(
:
:
:
並
給
糠
、
遁
迭
使
逮
前
所
。
〉

一
七
、
紹
貫
係
(
凡
浮
逃
紹
賞
、
及
家
人
奴
稗
、

被
放
免
良
、
若
訴
良
得
莞
者
、
並
於
所
在
附

貫
、
若
欲
選
本
属
者
聴
〉

一
八
、
造
計
帳
篠
(
凡
造
計
帳
、
毎
年
六
月
品
川

日
以
前
、
京
圏
官
司
、
責
所
部
手
賀
、
具
注

家
口
年
紀
、
若
全
戸
不
在
郷
者
、
副
依
沓
籍

縛
篤
、
弁
額
不
在
、
所
由
牧
乾
、
依
式
造
帳
、

連
署
、
八
月
品
川
日
以
前
、
申
迭
太
政
官
)

一
九
、
遣
戸
籍
篠
(
凡
戸
籍
、
六
年
一
造
:
:
:

一
五
、
子
孫
縁
組
、
鹿
析
戸
者
傑

二
ハ
、
析
出
震
戸
係

一七、諸
先
有
雨
貫
:
・
:
従
先
貫
篤
定
(
其
以
下
十

四
字
、
接
日
本
令
補
之
、
仁
井
田
〉

一
八
、
諸
〈
戸
〉
、
居
狭
郷
者
、
聴
其
従
寛
、

居
還
者
、
聴
其
従
近
、
居
軽
役
之
地
者
、
蕗

其
従
重

畿
内
諾
州
、
不
得
築
住
畿
外
・
:
:
有
箪
府
州
、

不
得
住
無
軍
府
州

一
九
、
波
落
外
蕃
得
還
係

二
O
、

〔
唐
〕
訴
良
得
菟

二
一
、
諸
毎
歳
一
造
計
帳
、
里
正
、
責
所
部
手

賞
、
具
注
家
口
年
紀

諸。ニ
r→×  

籍諸l

三年
年一
一造
造戸
、籍

起 :
正 i
月
上
旬

豚
司

順
で
あ
る
。
凡
そ
天
下
の
戸
の
良
人

以
上
の
者
全
睡
の
身
分
秩
序
を
示
し

て
戸
籍
上
の
取
扱
い
を
定
め
る
前
提

と
す
る
意
味
か
ら
云
え
ば

A
B
の
間

に
置
く
意
味
が
は
っ
き
り
す
る
が
、

他
方
C
の
貫
籍
に
閲
す
る
規
定
を
し

め
く
く
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
不

可
能
で
は
な
く
、
今
は
や
は
り
疑
問

と
し
て
お
く
。
従
っ
て
こ
の

X
を
除

き
各
群
の
内
容
を
要
約
す
る
と
次
の
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如
く
云
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
思

う
A 

地
方
行
政
組
織
規
定

戸
の
基
本
構
成
要
素
と
口
の

戸
籍
上
の
類
別
規
定

編
戸
除
付
の
原
則
規
定

籍
帳
作
成
・
保
存
規
定

B C D E 

籍
帳
記
載
饗
動
の
際
の
慮
理

原
則
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-
・
・
惣
宵
時
三
遇
、
其
縫
皆
注
其
閥
其
郡
其
里

其
年
籍

D 

:
:
:
所
須
紙
築
等
、
調
度
、
皆
出
嘗
戸
、
図

司
勘
量
所
須
多
少
、
臨
時
限
酌
、
不
得
佼
損

百
姓
、
其
籍
査
官
、
並
卸
先
納
後
勘
、
若
有

増
減
隠
回
以
不
向
、

随
紋
下
推
、
関
承
錯
失、

郎
於
省
籍
具
注
事
由
、
間
亦
注
帳
籍
)

二
O
、
迩
帳
籍
係

二
一、

籍
迭
傑
(
凡
籍
、
態
迭
太
政
官
者
、
附

笛
闘
調
使
途
、
若
調
不
入
京
、
専
使
途
之
)

二
二
、
戸
籍
篠

資
手
賞
計
帳
、

赴
州
、

依
式
勘
造
、
郷
別
熊

谷
、
線
潟
三
遇
、
其
縫
皆
注
某
州
某
鯨
某
年

籍
、
州
名
用
州
印
、
蘇
名
用
際
印
、

三
月
三

十
日
納
詑
、
弁
装
滋
、
一
一
通
途
向
書
省
、
州

豚
各
留

一
通
、
所
須
紙
筆
袋
演
、
並
比
白
出
骨
田

戸
内
口
別
一
銭

其
戸
、
毎
以
造
籍
年
、
預
定
食
九
等
、
使
注

籍
脚
、
有
析
生
新
附
者
、
於
沓
戸
後
、

以
次

編
附
(
唐
曾
要
各
八
籍
帳
、
冊
府
元
亀
谷
四

十

五

百

八

州
邦
計
部
戸
籍
、
開
元
十
八
年
十
一
月
勅
)

二
三
、
諸
(
天
下
人
)
戸
、

量
其
資
産
、
定
震

九
等
、
毎
三
年
、
豚
司
注
定
、
州
司
覆
之
、

然
後
注
籍
、
而
申
之
子
省

毎
定
戸
以
中
年
(
子
卯
午
酉
)

造
籍
以
季
年
(
丑
辰
未
成
)

二
四
、
将
入
菟
謀
役
及
給
侍
、
貌
関
係

O
諸
籍
、
際
迭
省
者
、
附
嘗
州
庸
調
車
迭
、

若
府
調
不
入
京
、
一
見
脚
運
迭
、
所
須
脚
直
、
以

官
物
充
(
曾
要
各
八
苦
帳
、

間
府
元
細
谷
四

十
五

3

百
八

対
邦
計
部
戸
籍
、
景
龍
二
年
間
九
月
勅
)

二
五
、

O
諸
州
豚
籍
・
手
賞

・
計
帳
、
嘗
(
常
〉

留
五
比
、
省
籍
留
九
比
、
其
遠
年
、
依
次
除

〈
同
前
篠
)

(
戸
産
の
相
抑
制
・
分
割
規
定
)

F 

同
右

(
婚
姻
関
係
規
定
〉

G 

同
右

(
離
婚
閥
係
規
定
)

H 

地
方
官
心
得

I 

賎
民
身
分
の

戸
籍
上
の
取
扱

し、

も
し
も
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ

-106-

と
が
で
き
、
そ
し
て
事
責
唐
令
の
順

序
が
右
の
如
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

我
々
は
こ
こ
に

一
つ
の
論
理
が
貫
流

し
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な

ぃ
。
即
ち
、
戸
令
の
前
に
置
か
れ
た

官
品

・
職
制
の
二
令
を
承
け
、
官
人

の
等
級
に
薩
じ
た
地
方
行
政
匡
董
の

等
級
を
定
め
る
が
、

そ
れ
は
戸
数
を

基
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て

次
に
は
そ
の
「
戸
」
の
基
本
候
件
を
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X 

二
六
、
結
婚
係
(
凡
結
婚
己
定
、
無
故
三
月
不

成
、
及
逃
亡
一
月
不
濯
、
若
波
落
外
蕃
、
一

年
不
錦
、
及
犯
徒
罪
以
上
、
女
家
欲
離
者
、

聴
之
)

E 

二
三
、
態
分
傑

二
四
、
聴
婚
嫁
篠

二
五
、
嫁
女
傑

F G 

O
貞
観
十
年
六
月
廿
八
日
太
政
官
府

(
類
来
三
代
格
審
七
牧
宰
事
)

二
八
、
七
出
篠

二
九
、
先
由
係

三
O
、
嫁
女
奔
萎
一
傑

二
七
、
先
好
係
〈
凡
先
好
後
妥
潟
妻
妾
、
雄
曾

赦
猶
離
之
)

O
天
卒
十
六
年
十
月
十
四
日
勅

二
六
、
士
農
工
商
傑

二
七
、
感
分
田
宅
及
財
物
係

二
八
、

O
諮
男
年
十
五
、
女
年
十
三
以
上
、
並

聴
婚
嫁
(
曾
要
各
八
婚
嫁
、
開
元
二
十
二
年

十
三

二
月
勅
)

二
九
、
〔
麿
〕
依
令
、
婚
先
由
伯
叔
、
伯
叔
若

無
、
始
及
兄
弟

三
O
、
安
妾
仰
立
婚
契

三
て
妾
矯
勝
、
令
銃
有
制

三
二
、
〔
唐
〕
不
遜
鴨
財

三
三
、
×
〔
唐
〕

仮
令
、
先
不
由
主
婚
、
和
合

姦
通
、
後
由
祖
父
母
等
立
主
婚
、
:
:
:
麿
令

猫
離
者
非

三
四
、
諸
州
賂
官
人
、
在
任
之
目
、
不
得
共
部

下
百
姓
交
婚
(
前
掲
開
元
二
十
二
年
勅
)

五

棄
妾
七
出
係

、ー--.-'
〆目、

援
日
本
メ入τ3 
補、./

'-./ 

11 

定
め
、
戸
籍
へ
の
除
付
の
原
則
と
戸

籍

・
計
帳
等
基
本
蓋
帳
の
作
成
・
保

管
規
定
が
定
め
ら
れ
る
。
し
か
し
戸

口
の
拙
変
動
は
常
な
い
か
ら
、
戸
籍
法

上
確
認
す
る
た
め
の
燦
件
を
婚
姻
・

離
婚
・
分
家
分
財
な
ど
に
つ
い
て
確

定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

即
ち
そ

れ
ら
は
、
私
的
権
利
の
側
の
要
請
か

ど
う
や
ら
専
ら

ら
で
は
な
く
し
て
、

-107一

行
政
上
の
必
要
か
ら
眺
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
戸
令
全
鐙

の
性
格
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

の
を
示
し
て
い
る
。
今
日
で
云
う
家

族
法
・
親
族
法
・
財
産
相
績
法
的
要

素
を
具
え
て
い
る
の
も
確
か
で
は
あ

る
が
、
そ
れ
が
地
方
行
政
組
織
の
規

定
及
び
地
方
官
心
得
と
共
に
、
右
の

順
序
で
同
一
A

令
篇
中
に
牧
め
ら
れ
て

い
る
意
味
は
、
今
日
に
お
け
る
私
法
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三
て
殴
妻
租
父
母
係

Y 

三
二
、
銀
寡
係

柾i 廊三
、都

詳J 、園
祭I 観遺
政 i 風行
7fIJ:俗篠
得、(
タミ問 (a)
、百凡

年企図
、守

録
因毎
徒年

理 l 巡
菟行

H 

企

知
百
姓
所
怠
苦
、
敦
也W
五
敬
、

A

A
 

勤
務
曲
成
功

制
部
内
川
有
好
聞
学
篤
道
、
孝
悌
忠
信
、
清

白
奥
行
、
設
問
於
郷
問
者
、
加
申
而
進
之
、

何
有
不
孝
悌
、
惇
組
担
鋭
常
、
不
率
法
令
者
、

札
而
縦
之
、

ω
川
其
郡
境
内
、
田
崎
山
剛
、
産
業
修
、

間

数
設
、
禁
令
行
者
、
矯
郡
領
之
能
、
例
入

其
境
、
人
窮
位
、
山
反
事
荒
、
虹
則
盗
起
、
獄

訟
繁
者
、
翁
郡
領
之
不
、

ω若
郡
司

州
在
官
公
廉

〔不
及
私
計
、
正

色
直
節
、
不
筋
名
血
管
者
〕
必
謹
而
察
之
、

何
其
〔
情
在
〕
食
械、

箔
訣
求
名
、

〔公

節
無
関
、
而
私
門
日
金
者
〕
亦
謹
而
察
之

伺
其

〔
政
綴
能
不
、
及
返
近
議回
想
、
皆
録
入

考
状
〕
以
鈴
褒
同
氏
、
郎
事
有
侵
害
、
不
可

待
至
考
者
、
随
事
札
推
、

一
一
一
二
ハ
、
殴
妻
祖
父
母
父
母
傑

一
三
七
、
鯨
寡
孤
濁
貧
窮
老
疾
係

三
八
、
同
諸
州
刺
史
、
毎
年
(
裁
)
一
巡
行
局

間
刷
、
翻
風
俗
、
問
百
姓
、
鍛
囚
徒
、

(c) (b) 

悲し (ロ)穆部勤務仰l

而有而内課A 知、鯨
縄不進 農百寡
之孝之 μ)桑A姓
、悌、有、之関

篤敦|疾企丁
惇 堅苦食|苦口

融異五|
首L 能数|
常

間
不於
率郷
法閥
令者
者

凶
其
吏

川刊
在
官
公
厳

〔正
己
清
直
守
節
者
〕

必
謹
而
俊
一小之、

伺
其
貧
談
、
諮
設
求
名
〔
御
私
者
〕
亦
護

而
察
之
、

制
〔
皆
附
子
考
課
〕
以
潟
褒
長

領
域
と
は
か
な
り
異
る
こ
と
を
理
解

せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
賎
民

身
分
に
闘
す
る
規
定
も
同
様
の
闘
心

か
ら
こ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
し
、

最
後
に
賑
慨
規
定

が
付
載
さ
れ
る
理
由
も
そ
れ
で
理
解

で
き
る
。
要
す
る
に
戸
令
全
世
が
地

方
行
政
の
規
定
と
し
て
の
性
格
を
基

本
と
し
て
い
る
と
云
っ
て
過
言
で
は

-108ー

な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

戸
令
篠
文
の

逐
僚
的
検
討

紙
撤
の
関
係
で
す
べ
て
に
亘
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、

仁
井
田
復
原
唐

令
の
箇
々
の
候
文
の
問
題
黙
に
若
干

鯛
れ
て
お
き
た
い
。
前
掲
表
の
記
載

と
復
醤
唐
令
番
践
に
依
っ
て
論
を
進

め
る
。
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三
四
、
園
郡
司
傑

五
、
賞
色
篤
婚
傑

六
、
造
官
戸
籍
篠

三
七
、
良
人
家
人
傑

I 

三
八
、
官
奴
鱒
係

三
九
、
放
矯
良
傑

囚

O
、
家
人
所
生
傑

・
:
:
皆
任
本
主
駈
使
、
唯
不
得
鐙
頭
駈
使
及

賛
同
貝

四
て
官
戸
白
抜
篠

四
二
、
箆
夫
妻
傑

(
a
、
凡
宮
戸
陵
戸
家
人
、

公
私
奴
縛
、
奥
良
人
魚
夫
妻
、
:
・
・

:
:
:
不
知
情
者
、
総
良
、
品
目
離
之

o (f) 
「常之荘若
迭則便疑普
故申宜、惑
之子、甲殊
禁向符兵尤
」書瑞存芙費

省之兵本
、尤用ー」随

異T鍔
亦之関
以徴
上選若
関、獄
、輿訟

其造之

三
九
、
工
幾
雑
戸
宮
戸
賞
色
信
用
婚
傑

O
大
暦
十
四
年
都
官
奏
、

准
格
式
、
官
奴
牌
、
諸
司
毎
年
正
月
造
籍
二

通
、
一
通
迭
向
書
、

一
通
留
本
司
、
弁
毎
年

置
簿
、
結
身
図
貌
、
然
後
閥
金
倉
部
、
給
衣

糧
(
曾
要
一
次
奴
紳
)

四
六
、
諸
奴
舛
詐
稽
良
人
傑

四
O
、
太
常
音
聾
人
篠

四
て

a
反
逆
相
坐
由
民
家
矯
官
奴
鱒
傑

b

〔官
奴
縛
〕
一
菟
篤
番
戸
篠

C

〔
官
奴
縛
〕
年
六
十
及
駿
疾
燦

四
二
、
放
部
曲
客
女
奴
縛
傑

四

三

、

自

劇

克

賎

篠

}

四
四
、
部
曲
所
生
子
孫
篠
}
或
は
一
傑
か
?

四
五
、
縛
易
部
曲
係

}

四
六
、

a
諸
奴
稗
詐
稽
良
人
、
而
奥
良
人
及
部

曲
客
女
、
徳
夫
妻
者
・
:
:

r
:
不
知
情
者
、
並
従
良

「
魚
理
」
傑
以
下
に
つ
い

て
、
仁
井
田
博
士
自
身
「
奮
唐
書
・

A 
六
典
・
逼
典
等
に
よ
っ
て
武
徳
令

開
元
七
年
令
・
開
元
二
十
五
年
令
を

立
て
た
が
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
唐
令

の
原
文
の
ま
ま
で
は
な
い
と
思
ふ
」

ハ
一
二
五
J
六
頁
)
と
云
わ
れ
る
逼

戸、とり
t主、

以み諸
百な書
戸しの
震難文
里い章
云。を

ベ少そ
」くの
ととま
云もま

「令
た諸、文

-109ー

形
式
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
以
下
も
皐

に
諸
書
の
記
事
の
頭
に
諸
字
を
冠
す

いる
。 0)

少み
くで
と t土
も{~
-， .-'、

諸、の
州、形

♀は
ささ な
等る
〉ま

三
高
戸
以
上
馬
上
州
」
と
云
っ
た
形

式
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
。

文
日
本

令
矯
里
篠
相
嘗
文
と
さ
れ
た
記
事
中

に
、
四
隣
五
保
、
坊
村
、
更
に
は
里

正
・
村
正
・
坊
正
・
保
長
等
に
闘
す
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Z 

四
五
、
水
皐
災
躍
傑

b
卸
部
曲
客
女
詐
稽
良
人
、
而
輿
良
人
魚
夫

妻
者
:
:
・皆
離
之

C

其
良
人
及
部
曲
客
女
、
被
詐
矯
夫
妻

d
如
奴
稗
等
逃
亡
、
在
別
所
、
詐
稽
良
入
者

四
七
、

a
諸
良
人
相
姦
所
生
男
女
随
父

b
若
姦
雑
戸
官
戸

C

其
部
曲
及
奴
、
姦
主
:
:
・
所
生
男
女、

各

合
波
官

四
八
、

a
、

b 

〔唐
〕
聴
殿
震
良、

其
人
任
意

る
規
定
ま
で
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

d
、
其
逃
亡
所
生
男
女
、
皆
従
賎

四
三
、
奴
虹
引
主
総

c
、
凡
家
人
奴
軒
主
:
・
所
生
男
女
、
各
波

官

四
四
、
化
外
奴
斜
線

(
a
、
凡
化
外
奴
姉
、
自

由爪投
闘
者、

悉
放
策
良

b
、
:
:
:
聴
脳
篤
良

し
か
し
五
保
の
規
定
は
明
ら
か
に
日

本
令
第
九
「
五
家
保
」
相
嘗
で
、
坊

正
僚
は
日
本
令
第
三
「
置
坊
長
候
」
、

里
正

・
坊
正

・
村
正
僚
は
同
じ
く
第

四
「
取
坊
令
僚
」
に
夫
、
々
相
嘗
し
、

重
出
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
粘
'
博
土
は
略
々
そ
れ
を
認
め
ら
れ

「
日
本
令
は
里
・
坊
・
保

な
が
ら

-110-

に
つ
い
て
夫
々
別
僚
を
置
い
た
に
反

し
、
唐
令
は

奮
唐
書
・
逼
血
ハ
等
所
載

の
文
の
様
に
一
僚
を
以
て
里
郷
村
郷
保
を
規
定
し
た
如
く
で
あ
る
が
、
文
蓄
唐
蓄

・
通
典
等
の
諸
書
は
数
僚
の
唐
令
を
適
宜
に
合
せ
て
文
を
な

し
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
日
本
戸
令
第
三
候
及
び
第
九
僚
に
相
嘗
す
る
唐
令
の
文
の
み
は
別
僚
と
し
て
重
ね
て
後
に
掲
げ
て
置
か
う
と

思
ふ
。
」
と
重
複
を
避
け
ら
れ
な
か

っ
た
。

」
れ
は
賢
明
で
あ
る
反
面
、
中
途
半
端
な
折
衷
で
あ
る
。

編
纂
物
史
料
の
記
事
の
性
格
か
ら
云
え

ば
、
右
の
文
か
ら
そ
れ
が
「
一
僚
を
以
て
規
定
し
た
」
と
は
云
い
難
く
、
数
僚
の
令
文
を
適
宜
合
せ
た
も
の
と
考
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
由
っ
て

①
四
隣
五
保
の
諸
篠
に
分
解
し
て
夫
々
日
本
令
相
嘗
俊
文
と
封
臆
せ
し
め
る
の

②
坊
村

③
置
坊
正

①
選
充
里
正

・
村
正

①
震
里
・
郷

が
よ
い
と
判
断
さ
れ
る
。

B
日
本
令
五
「
戸
主
篠
」
相
嘗
唐
令
と
し
て

B
六

・
七
雨
僚
を
立
て
ら
れ
た
が
、
こ
れ
も
南
者
を
一
貫
し
て
始
め
て
明
確
と
な
る
黙
で
再
考

の
品
跡
地
が
あ
る
。
又
第
七
僚
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
通
典
の
文
を
そ
の
ま
ま
掲
げ
ら
れ
た
が
、
例
え
ば
既
に
中
田
・
宮
崎

・
漬
口
の
諸
氏
、
が
指



企

企

摘
せ
ら
れ
た
「
男
子
二
十
以
上
」
や
「
不
課
戸
」
の
如
き
一
見
し
て
明
ら
か
な
誤
り
が
あ
る
。
こ
の
貼
日
本
令
を
も
参
考
し
た
上
で
是
非
「
諸

A

A

A

A

A品

現
流
内
九
品
以
上
官
)
及
男
子
二
十
以
下
、
老
男
廃
疾
篤
疾
妻
妾
女
部
曲
客
女
奴
稗
、
皆
篤
不
課
ロ
」
と
校
訂
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
遁
典
の
文

は
確
か
に
か
な
り
原
文
に
近
い
が
、
決
し
て
常
に
令
文
そ
の
ま
ま
を
引
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
過
信
で
き
な
い
。

一
方
末
尾
の
「
無
夫
者
篤

寡
妻
妾
」
を
「
又
他
の
僚
の
一
節
か
と
思
ふ
。
」
と
さ
れ
る
の
も
理
由
が
不
明
で
、
籍
帳
登
載
に
嘗

つ
て
の
身
分
記
載
に
不
可
歓
の
範
時
と
し

て
戸
主
僚
に
付
載
し
て
あ
る
と
見
る
方
が
好
さ
そ
う
で
あ
る
。

C
日
本
令
一

O
「
戸
逃
走
僚
」
相
嘗
唐
令
第
一
一
に
、

「
他
に
逸
文
見
嘗
ら
ず
日
本
令
に
よ

司
て
そ
の
原
形
を
窺
ふ
の
み
で
あ
る
。
」
と
さ
れ

る
が
、
掲
げ
ら
れ
た
の
は
集
解
所
引
穴
記
の
文
で
、
見
ら
れ
る
通
り
令
文
そ
の
も
の
と
は
直
接
関
係
な
い
説
明
文
で
あ
る
。

逃
走
篠
相
嘗
文
が
存
在
し
、
そ
の
内
容
が
、
特
に
租
調
代
輪
規
定
が
日
本
令
と
若
干
異
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
し
め
る
の
み
で
あ
る
。
穴
記
の

た
だ
唐
令
に
も
戸

説
明
は
、
如
何
な
る
貼
で
唐
令
を
改
替
し
た
の
か
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
が
、
租
調
代
輸
に
お
い
て
「
無
困
者
不
出
租
、
」
「
:
:
:
但
調
不
論
地

有
無
。
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く
唐
令
に
お
け
る
課
役
が
す
べ
て
丁
身
封
象
で
あ
る
の
に
日
本
で
は
田
租
・
丁
調
・
丁
役
径
で
、
従

っ

て
無
田
者
不
出
租
と
な
る
が
調
は
不
論
地
有
無
と
な
る
船
舶
を
云
っ
て
い
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
賦
役
令
の
問
題
で
、
戸
令
本
俊
文

に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
日
本
令
川
阿
部
分
に
つ
い
て
は
間
接
的
な
が
ら
唐
で
も
逃
戸
に
劃
す
る
隣
保
の
監
覗
義
務

@

@
 

が
課
せ
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
記
録
が
あ
り
、
「
三
周
不
獲
」
に
つ
い
て
も
唐
で
や
は
り
三
年
が
一
つ
の
メ
ド
と
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑪
 

し
逃
棄
回
の
慮
理
と
代
輸
の
方
法
は
や
や
異
り
、
数
段
階
の
饗
化
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、

等
以
上
親
が
或
い
は
隣
保
近
親
等
と
な
っ
て
い
た
か
も
知
れ
ず
、
又
六
年
不
獲
は
も
っ
と
短
期
間
で
あ

っ
た
ろ
う
が
、

い
俊
文
の
存
在
を
推
定
し
て
よ
い
か
と
考
え
る
。

し
台、

五
保
及
三

と
も
か
く
日
本
令
に
近

C
一
七
「
諸
先
有
南
貫
者
」
僚
は
、

日
本
令
一
四
「
新
附
係
」
の
第
二
項
と
封
醸
し
、
後
宇
部
分
は
仁
井
田
博
士
が
日
本
令
第
三
項
に
援

っ
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第
一
項
も
嘗
然
考
慮
さ
る
べ
き

で
、
こ
れ
を
排
除
す
る
理
由
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
有
雨
貫
者
を
問
題
と
す
る
に
は
一
九
新
附
戸
」
の
鹿
置
が
む
し
ろ
前
提
篠
件

て
補
わ
れ
た
も
の
で
、

頭
書
の
諸
字
も
補
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
令
を
以
て
補
う
と
す
れ
ば
、
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と
し
て
定
め
て
お
か
れ
る
べ
き
で
、
同
一
候
で
あ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
嘗
然
唐
令
に
も
「
新
附
」
僚
が
存
し
た
筈
で
あ
る
。
こ
の
僚
は
傍
線

部
分
の
項
を
日
本
令
に
よ
り
補
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
後
掲
「
造
戸
籍
燦
」
劉
躍
の
開
元
十
八
年
十

一
月
勅
(
唐
曾
要
訣
籍
帳
、
冊
府
元
亀

山
地
一
一
苛
計
部
戸
籍
門
)
の
末
項
に
、
「
有
析
生
新
附
者
、

於
醤
戸
後
、
以
次
編
附
、
」
と
あ
る
の
も
参
考
と
す
る
に
足
る
。

C
一
八
「
居
狭
郷
者
」
僚
は
、
日
本
令
一
五
「
居
狭
僚
」
と
内
容
的
に
は
劉
醸
せ
ず
ズ
レ
て
い
る
が
、
六
典
の
文
に
擦
ら
れ
た
た
め
も
あ
っ

日
本
令
を
参
考
す
れ
ば
「
諸
戸
、
居
狭
郷

者
、
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、

て
必
ず
し
も
令
原
文
の
面
影
を
俸
え
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
「
諸
居
狭
郷
者
」
と
云
う
の
も
、

六
典
は

一
貫
し
て
築
住
と
し
て
い
る
が
或
い
は
住
は
往
と
さ
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

而
し
て
日
本
令
相
嘗

文
の
存
在
し
た
可
能
性
は
極
め
て
強
く
、
園
郡
を
州
豚
と
讃
み
換
え
て
補
う
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

C
一
九
「
波
落
外
蕃
得
還
」
僚
は
日
本
令

二
ハ
「
混
落
外
蕃
篠
」
と
白
氏
六
帖
に
援
っ
て
補
修
さ
れ
た
僚
で
あ
る
。

し
か
し
何
故
か
日
本
令

の
末
尾
傍
線
部
分
を
切
り
捨
て
ら
れ
た
。
管
見
の
限
り
こ
れ
を
削
除
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
根
擦
は
見
嘗
ら
ず
、
逆
に
復
員
軍
人
等
へ
の
遁
根
支
給
の

例
等
か
ら
見
て
も
存
置
す
る
を
適
嘗
と
考
え
る
。
末
段
に
「
並
給
根
、
遁
迭
使
達
前
所
、
」
を
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

C
二
O
、
本
僚
に
つ
い
て
仁
井
田
博
士
は
「
令
集
解
」
絶
貫
候
所
引
穴
記
に
見
え
る
「
唐
令
」
の

一
句
の
み
を
掲
げ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
日

本
令
「
絶
貫
篠
」
相
嘗
文
存
在
の
明
誼
と
し
て
傑
文
全
世
を
採

っ
て
補
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
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日
本
令
の
「
家
人
」
を
「
部
曲
」
と
訂
せ
ば

そ
の
ま
ま
唐
令
に
擬
し
得
る
。

D
二
一
「
造
計
帳
」
僚
は
、
蓄
唐
書
食
貨
志
、
加
府
元
亀
邦
計
部
戸
籍
門
を
は
じ
め
日
本
令
文
お
よ
び
集
解
所
引
穴
記
に
云
う
「
本
令
」
の

句
等
を
綴
り
合
せ
て
文
を
成
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
先
ず
俊
文
の
型
と
し
て
は
、
日
本
令
同
様
「
諸
造
計
帳
、
毎
年
某
月
某
日
以
前
、
里
正

⑪
 

責
所
部
手
賞
云
ん
こ
と
あ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
穴
記
に
「
轄
潟
謂
京
園
官
司
潟
也
。
帰
以
本
令
里
正
、
易
京
閣
官
司
故
也
。
」
と
明
記

「若
全
戸
不
在
郷
者
、
印
依
替
籍
樽
潟
、
弁
顛
不
在
、
(
照
司
)
所
由
牧
詑
、
依
式
造
帳
、
(
州
司
〉
連
署
、
某

さ
れ
た
と
こ
ろ
を
見
て
も
、

、，，.

月
某
日
以
前
、
申
迭
山
内
書
省
。
」
と
云
っ
た
篠
項
を
補
う
べ
き
も
の
と
思
う
。

唐
書
博
4
食
貨
志
に
「
計
帳
、
具
来
事
師
役
、
以
報
度
支
。
」
と
あ
る
貼
が
何
等
か
記
載
事
項
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

」
の
黙
は
次
の
「
造
戸
籍
」
僚
の
場
合
が
参
考
と
な
る
。

文
新



D
二
二
「
、
造
戸
籍
」
僚
は
、
始
め
奮
唐
書
食
貨
士
山
、

mm府
元
鑑
、
六
典
、
通
奥
等
を
綴
り
合
わ
せ
て
復
奮
さ
れ
「
い
ず
れ
も
唐
令
の
取
意
文

と
い
う
べ
く
:
:
:
完
全
に
唐
令
を
復
奮
し
得
な
い
」
と
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
博
士
自
身
も
唐
禽
要
及
び
燭
府
元
亀
に
引
く
開
元
十
八

年
十
一
月
勅
が
、
殆
ん
ど
日
本
令
文
と
一
致
す
る
こ
と
に
気
付
か
れ
、
「
我
が
令
に
相
嘗
す
る
範
囲
内
に
於
て
は
唐
令
復
奮
の
参
考
資
料
と
な

ろ
う
。
」
と
さ
れ
恥
し
か
し
私
見
に
依
れ
ば
、
令
文
と
勅
文
と
の
基
本
的
関
係
か
ら
し
て
、
こ
れ
ら
の
勅
文
は
殆
ん
ど
令
文
そ
の
も
の
と
見

⑬
 

な
し
て
差
支
え
な
い
。
但
、
末
尾
部
分
は
省
略
の
多
い
取
意
文
に
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
二
三
僚
と
合
せ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
又
、

日
本
令
末
尾
の
「
其
籍
至
官
」
以
下
相
嘗
文
も
唐
令
に
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
し
、
「
所
須
紙
筆
」
は
開
元
令
に
は
「
皆
嘗
戸
内
ロ
別
一

銭
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
永
徽
令
ま
で
は
「
州
司
勘
量
所
須
多
少
、
臨
時
劃
酌
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
無
く
は
な
い
。

D
日
本
令
二
一
「
籍
選
候
」
二
一
一
「
戸
籍
篠
」
は
い
ず
れ
も
景
龍
二
年
間
九
月
勅
に
よ
っ
て
補
い
う
る
。

F
二
八
「
聴
婚
嫁
」
僚
も
開
元
二
十
二
年
二
月
勅
(
曾
要
訣
嫁
委
)
に
よ
っ
て
補
い
う
る
。

F
二
九
「
嫁
女
」
僚
は
、
仁
井
田
博
士
は
日
本
令
集
解
所
引
「
法
例
」
に
見
え
る
剣
僻
を
そ
の
ま
ま
抽
出
さ
れ
た
。
従
っ
て
令
文
と
は
云
い

難
い
。
む
し
ろ
明
戸
令
を
根
幹
に
戸
婚
律
疏
を
参
考
し
て
俊
文
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
試
案
と
し
て
「
諸
嫁
女
、
皆
先
由
組
父
母
父
母

主
婚
、
祖
父
母
父
母
倶
無
者
、
由
伯
叔
父
(
姑
〉
、
伯
叔
若
無
(
始
及
叉
ハ
由
)
兄
弟
、
若
無
(
此
親
〉
者
、
期
親
隼
長
主
婚
、
無
期
親
傘
長
者
、

従
蝕
親
主
婚
。
」
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F
三
O
は
唐
律
疏
議
(
宋
刑
統
)
一
一
一
戸
婚
律
中
の
諸
僚
を
歪
勾
す
れ
ば
、
婚
書
・
答
書
・
媒

・
持
財
等
を
も
含
む
規
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
も
し
れ
ぬ
。

F
=
二
は
戸
令
で
は
あ
る
ま
い
。

F
三
二
は
、
清
明
集
戸
婚
門
婚
嫁
・
越
推
の
項
に
「
諸
定
婚
、
無
故
三
年
不
成
婚
者
、
聴
離
」
と
見
え
、
同
じ
く
浩
堂
の
項
に
「
右
法
、
己

成
婚
、
市
移
郷
編
管
、
其
妻
願
離
者
、
聴
。
夫
出
外
三
年
不
婦
、
亦
聴
改
嫁
。
」
と
見
え
、
通
制
俊
一
格
制
戸
令
・
嫁
妻
、
至
元
八
年
二
月
僚
に

「
夫
逃
亡
、
伍
年
不
還
、
並
聴
離
、
不
還
璃
財
じ
と
あ
り
、
明
戸
令
に
「
若
己
定
婚
:
:
:
伍
年
無
故
不
妻
、
及
夫
逃
亡
過
三
年
不
還
者
、
並
轄
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経
管
告
給
執
照
、
別
行
改
嫁
。
」
と
あ
る
を
参
考
す
れ
ば
、

略
々
日
本
令
に
近
い
型
の
唐
令
俊
文
を
想
定
し
う
る
。

時
効
の
年
限
は
大
き
な
差

が
あ
る
と
見
え
る
。

G
三
三
は
、
日
本
令
「
先
姦
篠
」
集
解
の
韓
云
を
そ
の
ま
ま
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
唐
令
と
は
云
い
難
い
。
慶
元
係
法
事
類
博
八
雑
門

・
諸
色

犯
姦
候
所
引
戸
令
に
「
諸
先
姦
後
妻
魚
妻
者
、
離
之
」
と
あ
り
、
一
元
史
酪
一
一一
刑
法
志
、
元
典
章
一
川
十
戸
部
四
嫁
要

・
逼
姦
成
親
断
離
僚
に
「
諸

先
通
姦
被
断
、
復
要
以
魚
妻
妾
者
、
難
有
所
生
男
女
、
猶
離
之
。」

と
あ
っ
て
、
日
本
令
と
略
々
同
じ
候
文
を
復
原
で
き
る
。

G
三
四
は
宋
刑
統
に
擦
り
開
元
二
十
五
年
令
と
し
て
復
原
さ
れ
た
が
、
開
元
二
十
二
年
二
月
勅

(曾
要
訣

嫁

安
〉
は
全
く
同
文
で
、
従
来
か

ら
の
令
文
の
申
命
で
あ
る
。

G
三
五

「
七
出
」
僚
は
日
本
令
に
燦
っ
て
補
わ
れ
た
が
、

日
本
令
二
九
「
奔
妻
篠
」
三
O
「
嫁
女
奔
妻
候
」
も
前
僚
同
様
補
う
べ
き
も
の
と

思
う
。H

三
八

「
刺
史
」
僚
は
、
六
典
・
沓
唐
量
一
品
四
職
官
志
と
日
本
令
と
を
掛
照
す
る
と
き
、
雨
々
相
補
っ
て
始
め
て
好
く
文
意
を
通
ず
る
所
が

あ
り
、
恐
ら
く
共
に
唐
令
原
文
を
刷
節
し
て
文
を
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
六
典
枯
一すが
如
何
に
原
文
を
節
略
せ
る
か
を
窺
う
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好
例
と
云
い
う
る
。
日
本
令
に
撮
り
補
う
べ
き
部
分
が
多
い
。

H
日
本
令
三
四

「
園
郡
司
侠
」
は
相
蛍
文
を
瑳
見
で
き
な
い
が
、
内
容
的
に
は
六
朝
以
来
の
所
調
「
迭
故
之
禁
」

で
あ
る
か
ら
、
唐
令
に
も

同
様
の
候
文
の
存
在
を
想
定
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。

-
日
本
令
三
六
「
造
官
戸
籍
僚
」
は
、
大
暦
十
四
年
八
月
都
官
奏
僚
の
格
式
(
重
品
問
奴
一
卿
)
が
針
躍
し
て
い
る
。
日
本
と
唐
と
で
令
・
格

・
式
の
分
類
が
異
っ
て
い
る
一
例
で
あ
る
。
奴
蝉
部
曲
規
定
に
つ
い
て
は
潰
口
博
士
の
専
著
に
も
論
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
今
は
省
略
す
る
。

-
四
八

a
「
化
外
奴
牌
保
」
は
日
本
令
に
擦
り
復
原
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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田
令

・
賦
役
令
に
つ
い
て
の
検
討
侃

I 

復
奮
唐
回
令
第
二
僚
に
つ
い
て

紙
数
の
関
係
上
、
今
は
仁
井
回
復
原
唐
令
の
中
、
密
接
に
関
連
す
る
田

・
賦
役
雨
令
の
冒
頭
部
分
の
み
に
つ
い
て
燭
れ
て
お
き
た
い
。

回
令
第
一
僚
は
日
本
令
義
解
に
所
謂
「
田
長
線
」
で
あ
る
。
そ
の
内
容
と
順
位
は

一
雁
問
題
が
無
い
。
し
か
し
第
二
僚
、
所
謂
「
回
租
」
篠

は
次
の
如
き
内
容
で
あ
る
(
筆
者
の
考
え
で
箇
係
ご
と
に
改
行
し
た
)
。

〔
開
元
二
十
五
年
令
〕
諸
租
、
準
州
土
牧
穫
早
晩
、
掛
量
路
程
険
易
遠
近
、
次
第
分
配
、
本
州
牧
穫
詑
護
遣
、

十
一
月
起
輪
、
正
月
三
十

日
内
納
畢
。

〈
割
注
〉
若
江
南
諸
州
、
従
水
路
運
迭
、
冬
月
水
浅
土
壌
鰻
難
者
、
四
月
以
後
運
迭
、
五
月
三
十
日
内
納
完
。

F

、u

其
総
本
州
者
、
十
二
月
三
十
日
内
納
畢
。

若
無
粟
之
郷
、
輸
栢
姿
。
随
熟
郎
総
、
不
拘
此
限
、
即
納
嘗
州
。

未
入
倉
響
、
及
外
配
未
上
道
、
有
身
死
者
、
弁
却
還
。

⑬

⑬
 

麿
貯
米
慮
、
折
粟

一
一
期
、
輸
米
六
斗
。

其
雑
折
、
皆
随
土
毛
、
准
嘗
郷
時
債
。

本
僚
に
つ
い
て
仁
井
田
博
士
は
「
通
典
各
六
に
は
『
二
十
五
年
定
令
』
と
し
て
賦
役
令
相
嘗
文
を
掲
げ
、
次
に
参
照
す
べ
き
天
賓
以
下
の

制
勅
等
を
穆
げ
、
更
に
綴
い
て
賦
役
令
及
び
田
令
相
嘗
文
(
即
、
本
篠
)
等
を
記
載
し
、
次
に
前
と
同
じ
く
参
照
す
べ
き
天
賓
の
制
を
列
記
し

て
い
る
。
本
僚
は
恐
ら
く
開
元
二
十
五
年
回
令
色
見
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
嘗
て
拙
稿
で
指
摘
し
た
逼
~
、

こ
れ
は
明
ら
か
に
正
税
中
の
正
税
た
る
租
の
牧
納
方
法

・
起
輪
納
限
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
り
、

一
見
し
て
何
故
こ
れ
が
賦
役
令
に
入
ら
ず
田
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令
に
入
る
の
か
疑
問
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
特
に
末
尾
の
一
一
傑
な
ど
は
、

日
本
養
老
賦
役
令
第
七
「
土
毛
僚
」
の
、

凡
土
毛
臨
時
鹿
用
者
、
並
准
首
園
時
債
、
慣
用
郡
稲
。

お
よ
び
、
第
一
候
「
調
絹
結
保
」
付
則
の

若
織
雑
物
者
、
銭
十
斤
、
鍬
三
口
(
以
下
、
略
折
納
品
目
佑
債
)

と
い
っ
た
二
つ
の
候
文
と
極
め
て
近
い
閲
係
に
あ
り
、
恐
ら
く
は
日
本
令
の
剛
定
者
が
前
記
唐
令
の
文
を
踏
ま
え
つ
つ
日
本
の
貫
情
に
合
わ
せ

て
改
鑓
を
加
え
た
結
果
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

仁
井
田
博
士
が
典
援
と
さ
れ
た
通
典
駄
食
品
貝

・
賦
税
下

の
記
事
に
つ
い
て
、
博
士
の
説
明
を
補
足
す
る
と
、
全
睦
の
行
文
は
次
の
如
き
順
序

と
な
っ
て
い
る
。

ハ
円
諸
課
戸
、
同
一
丁
租
調
云
々
、
制
其
調
絹
絹
布

一云
々
、
同
其
絹
細
魚
疋
、
布
魚
端
云
々
、
仙
若
嘗
戸
不
成
疋
端
云
々
、
同
其
調
腕
折
粟

云身
、
的
其
江
南
諸
州
租

云
身
、
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M
M
諸
丁
匠
不
役
者
牧
庸
云
々
、

川
(
開
元
二
十
五
年
)
三
月
勅、

制
天
賓
元
年
正
月
赦
文
、

付
建
中
元
年
制
、

仲
凡
権
衡
度
量
制
(
雑
令
相
首
文
)
、

同
諸
課
役
、
同
毎
年
計
帳
至
向
童
日
省
云
々
、
制
若
須
折
受
除
物
云
々
、
同
若
軍
闘
所
輪
云
々
、

帥
諸
庸
調
物
、
同
毎
年
八
月
上
旬
起
輪
云
々
、
制
其
運
脚
云
々
、

同
諸
租
、
同
准
州
土
牧
穫
早
晩
云
々
、
倒
其
輪
本
州
者
云
々
、
的
若
無
粟
之
那
云
々
、
仙
未
入
倉
控
口
云
々
、

同
躍
貯
米
露
云
々
、
仙
其
雑

折
云
A

、



内
語
法
違
州
云
乞

肘
諸
制
任
官
臆
菟
謀
役
者
云
々
、
倒
其
雑
任
被
解
腹
附
者
云
々
、

的
諸
春
季
附
者
云
々
。

(
以
下
省
略
〉

右
の
中
、
ハ
円

ω日
開
伺
制
的
仰
と
い
ず
れ
の
僚
も
日
本
養
老
賦
役
令
文
と
封
雁
す
る
も
の
で
、
開
元
二
十
五
年
賦
役
令
文
の
引
用
な
い
し
は
取
'

意
文
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
伺
の
み
を
田
令
と
す
る
に
は
特
別
の
根
援
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
伺
に
相
嘗
す
る
日
本

令
文
は
な
る
ほ
ど
養
老
令
に
お
い
て
は
確
か
に
田
令
第
二
僚
に
位
置
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
租
税
負
課
原
則
に
お
け
る
日
唐
の
相
違
を
考
え

る
と
き
直
ち
に
氷
解
す
る
日
本
令
の
特
色
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
唐
令
に
お
い
て
は
田
租
な
る
名
稿
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

「
諸
課

戸
、
毎
丁
租
粟
二
石
」
で
あ

っ
て
、
課
役
は
す
べ
て
丁
針
象
固
定
均
額
負
課
原
則
に
立
ち
、
丁
租
・
丁
調

・
丁
庸
な
の
で
あ
る
。
日
本
令
に
お

い
て
は
賦
役
令
に
は
租
栢
の
規
定
が
な
く
、
田
令
第
一
「
団
長
候
」
下
に

「
段
租
栢
二
東
二
把
、
町
租
稲
廿
二
束
。
」
と
注
し
て
、
そ
れ
が
国

土
面
積
単
位
に
負
課
せ
ら
れ
た
田
租
た
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
日
本
令
に
お
い
て
は
租
の
規
定
が
田
令
に
お
い
て
規
定
さ
る
べ
き

句

4

理
由
が
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
唐
令
に
お
い
て
は
そ
の
理
由
が
無
い
の
で
あ
る
。
右
の
結
果
と
し
て
、

日
本
に
お
い
て
は
口
分
田
の
班
給
と

し
か
し
唐
令
に
お
い
て
は
両
者
の
関
係
は
よ
り
間
接
的
理
念
的
な
も
の
に
過
ぎ

田
租
の
徴
牧
は
明
確
な
る
給
付
反
射
給
付
の
関
係
に
立
つ
。

ず
、
現
買
の
授
田
面
積
の
贋
狭
に
関
わ
り
な
く
課
丁
男
な
ら
ば
均
頭
均
額
の
負
諜
を
菟
れ
な
か

っ
た
。

の
中
で
は
は

っ
き
り
と
意
識
さ
れ
て
い
た
如
く
で
、
例
え
ば
戸
令
第

一
O
「
戸
逃
走
篠
」
租
調
代
総
に
つ
い
て
の

『
集
解
』
に
引
く
穴
記
に
は

(
若
)

「
租
調
代
職
、
各
元
田
者
不
出
租
也
。
此
文
興
唐
令
改
替
故
也
、
但
調
五
保
及
三
等
均
出
、
不
論
地
有
無
也
L

と
述
べ
て
い
る
が
、
租
の
概
念

を
費
え
た
こ
と
が
代
稔
規
定
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
調
は
団
地
の
有
無
に
闘
り
な
い
が
租
は
由
無
け
れ
ば
納
め
ざ
る
場
合
の
出
て
く
る
所
以
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
黙
を
確
認
す
れ
ば
、
初
期
の
均
田
制
研
究
に
往
々
見
ら
れ
た
如
き
、
い
わ
ゆ
る
均
田
制
ど
租
庸
調
制
と
を
直
接

的
給
付

・
反
針
給
付
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
ん
と
す
る
護
想
(
従
っ
て
い
わ
ゆ
る
均
回
制
の
崩
壊
卸
租
庸
調
制
の
維
持
困
難
と
い
う
園
式
〉
が
多
分
に

」
の
黙
の
相
違
は
日
本
の
明
法
家
た
ち

569 
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日
本
令
の
観
念
に
引
き
ず
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
共
に
、
仁
井
田
博
士
が
先
の
租
の
牧
納
方
法
・
起
職
納
限
規
定
を

田
令
と
さ
れ
た
の
が
、

つ
い
日
本
令
の
順
序
に
引
き
ず
ら
れ
た
結
果
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

さ
て
こ
れ
が
賦
役
令
文
で
あ
る
と
す
る
と
、
買
は
重
要
な
問
題
に
ぶ

つ
か
る
こ
と
と
な
る
。
従
来
唐
の
租
栗
二
石
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
モ
ミ

ア
ワ
で
あ
る
こ
と
は
贋
く
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
然
ら
ば
粟
作
地
帯
な
ら
ざ
る
江
准
南
の
水
田
稲
作
地
帯
で
は
如
何
に
虚
置
せ
ら
れ
た
の
か
が

疑
問
と
な
る
。
唐
の
課
役
に
お
け
る
調
庸
に
つ
い
て
は
、
諸
蓄
に
引
か
れ
る
各
年
度
令
侠
文
や
詔
勅
に
お
い
て
天
下
を
輩
郷
・
非
鷺
郷
に
分
っ

て
絹
紬
(
綾
)
綿
・
布
蹴
と
い
司
た
色
白
の
巨
別
を
定
め
、
更
に
各
州
の
土
産
に
臆
じ
た
徴
牧
色
白
の
指
定
す
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
向
、
租
に
閲
し
て
は
常
に
「
租
粟
二
石
」
を
以
て

一
貫
し
、
年
度
・
地
域
に
よ
る
色
白
の
匡
別
を
俸
え
た
記
事
が
無
く
、
通
典
等

に
お
け
る
歳
計
数
字
の
算
出
に
首

っ
て
も
租
穀
の
牧
入
に
つ
い
て
は
す
べ
て
毎
丁
二
石
を
以
て
機
械
的
に
計
算
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
遁
り

開
元
二
十
五
年
に
は

「其
江
南
諸
州
、
租
並
廻
造
納
布
。
」
と
て
折
租
布
の
規
定
が
令
文
に
も
定
め

ら
れ
た
如
く
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
開
元
十
八
年
ま
で
は
江
南
道
方
面
よ
り
租
穀
の
現
物
が
漕
運
上
供
せ
ら
れ
て
い
て
、
臨
時
の
措
置
を
別
と

⑮
 

す
れ
ば
折
租
布
制
度
は
正
規
の
定
制
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
現
に
水
田
稲
作
地
帯
に
お
い
て
籾
栢
な
い
し
栢
米
が
租
穀
と
し
て
徴
牧

で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
又
周
知
の
如
く
、
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さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
も
法
規
そ
の
他
に
お
い
て
粟

・
稲
の
匿
別
お
よ
び
換
算
の
規
定
を
残
し
て
い
な
い
こ
と
、
恰
も
故
意
に

無
視
し
て
で
も
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
こ
と
は
甚
だ
奇
妙
な
感
が
あ
る
。
唯
一
租
粟
と
稲
と
の
換
算
率
を
降
え
た
か
に
見
え
る
新
唐
書
食
貨

志
の
「
稲
三
制
」
の
記
事
が
恨
擦
薄
弱
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、

⑮
 

借
用
か
と
想
像
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
仁
井
田
博
士
が
前
掲
の
候
文
を
田
令
と
考
定
さ
れ
た
こ
と
の
影
響
か
は
知
ら
ぬ

或
い
は
粟
稲
換
算
率
の
明
示
さ
れ
て
い
る
義
倉
穀
(
地
税
〉
規
定
か
ら
の

が
、
従
来
賦
役
令
文
に
お
い
て
租
粟
の
稲
委
へ
の
折
納
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
除
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
本
僚
が
賦

役
令
文
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
少
く
と
も
令
文
に
お
い
て
「
若
無
莱
之
郷
、
職
稲
褒
」
と
明
示
さ
れ
て
い
た
酷
だ
け
は
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ

ぅ
。
市
し
て
こ
れ
は
、
江
南
折
租
布
の
規
定
が
早
く
と
も
開
元
十
八
年
以
後
で
あ
る
に
封
し
、

小
か
と
考
え
ら
れ
る
。

恐
ら
く
唐
初
に
遡
る
規
定
で
あ
っ
た
の
で
は
な

し
か
し
そ
の
換
算
基
準
に
つ
い
て
は
矢
張
り
こ
こ
で
も
一
ホ
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
或
は
格
式
、
特
に
式
に
、
州
別
の



色
目
指
定
と
共
に
譲
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
先
掲
末
僚
の
「
其
雑
折
、
準
嘗
郷
時
債
、
」
に
云
う
雑
折
が
如
何
な
る
場

合
の
規
定
で
あ
る
の
か
、
江
南
折
租
布
や
河
南
北
の
折
租
絹
の
如
き
租
の
布
絹
へ
の
換
算
基
準
の
検
討
、
更
に
調
庸
布
絹
の
粟
へ
の
折
納
の
場

合
と
の
比
較
、
特
に
こ
れ
ら
の
折
納
規
定
〈
制
勅
〉
と
令
式
と
の
関
係
の
検
討
等
、
問
題
の
出
瑳
酷
だ
け
は
輿
え
ら
れ
て
い
る
と
云
え
よ
う
が
、

皆
随
土
毛
、

そ
の
本
格
的
分
析
に
つ
い
て
は
多
年
考
究
を
重
ね
て
お
ら
れ
る
先
撃
も
あ
り
、
そ
の
成
果
の
公
表
さ
れ
る
日
も
近
い
と
漏
れ
聞
く
の
で
今
は
単

に
問
題
の
指
摘
に
止
め
た
い
。
た
だ
以
上
か
ら
推
測
さ
れ
る
勲
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
租
調
庸
制
が
そ
の
制
定
の
嘗
初
よ
り
、
極
め
て
固
定
的
な

外
貌
の
裏
に
大
巾
な
折
納
運
用
を
既
に
諜
想
し
、
用
意
さ
え
し
た
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
う
し
た
運
用
面
の
弾
力
性
を
保
障
し
た
中
央
1

地

方
の
官
人
行
政
機
構
の
寅
務
慮
理
・
統
治
能
力
と
、
律
令
原
則
の
固
定
性
と
が
表
裏
の
関
係
に
あ
る
こ
と
な
ど
が
痛
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
黙
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
末
端
の
文
書
行
政
の
産
物
で
あ
る
古
文
書
と
令
制
と
の
研
究
上
の
架
橋
を
一
歩
準
め
う
る
も
の
と
考
え
て

い
る
。

E 

田
令
睦
系
の
基
本
特
徴
と
そ
の
維
持
に
つ
い
て

nv 

@
 

唐
の
田
令
盟
系
全
睦
の
詳
考
は
他
日
を
期
し
た
い
が
、
嘗
て
拙
稿
に
お
い
て
次
の
諸
貼
を
指
摘
し
た
。
即
ち
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
私
田
の
系
統

た
る
百
姓
給
田
お
よ
び
王
公
以
下
百
官
へ
の
給
回
規
定
と
並
ん
で
、
公
田
の
系
統
を
含
む
も
の
で
、
職
分
回
・
公
騨
田
の
如
き
は
唐
令
制
定
の

始
め
以
来
、
田
令
鰻
系
の
不
可
分
の
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
は
唐
朝
成
立
直
後
の
武
徳
元
年
中
に
早
く
も
文
武
官
乱
脈
と
共
に
制
定
さ

れ
た
も
の
で
、
前
朝
の
遺
産
を
縫
い
で
唐
朝
の
支
配
機
構
を
創
出
す
る
不
可
依
の
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
、
私
田
の
中
で
は
、
唐
朝
の
官
僚
秩
序

と
相
躍
し
た
俸
様
・
国
土
の
給
興
、
新
王
朝
に
射
す
る
貢
献
度
に
躍
じ
た
田
土
の
分
配
を
目
指
す
官
人
永
業
団
こ
そ
が
先
ず
武
徳
元
年
中
に
制

@
 

定
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
、
官
人
永
業
団
規
定
は
、
菅
南
朝
以
衆
王
公
以
下
百
官
か
ら
庶
人
百
姓
に
及
ぶ
身
分
秩
序
に
針
醸
せ
る
占
国
規
定
が
存

し
た
の
を
、
有
官
品
者
の
規
定
だ
け
を
切
離
し
て
別
建
て
と
し
た
も
の
と
見
ら
れ
、
他
方
で
は
王
公
以
下
百
姓
ま
で
の
、
氷
業
・
ロ
分
田
を
士
-
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庶
に
関
り
な
く

一
律
に
丁
中
数
に
接
る
こ
と
と
し
、
民
と
し
て

一
律
に
扱
う
と
い
う
天
子
の
前
で
の
卒
等
性
を
表
現
し
つ
つ
、
そ
れ
に
別
建
て
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と
し
た
貴
族
官
人
の
み
の
特
権
的
官
品
占
田
H
官
人
永
業
田
規
定
を
重
ね
合
わ
せ
て
、

階
級
化
が
鮮
明
に
さ
れ
た
こ
と
、
職
田
・
公
騨
田
・
官
人
永
業
田
な
ど
こ
そ
が
唐
初
以
来
先
ず
員
っ
先
に
制
定
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
必
ず
や
規

定
通
り
充
足
せ
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
田
令
鐙
系
の
む
し
ろ
中
核
を
な
し
、
そ
の
中
心
原
理
は
官
口
問
秩
序
に
割
腹
す
る
回
土
の
身
分
的
統
制
に

あ
る
と
云
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
貼
に
つ
い
て
は
其
の
後
も
史
料
的
補
強
材
料
を
得
た
黙
を
除
け
ば

結
果
的
に
は
有
官
品
者
(
そ
れ
も
特
に
上
級
者
〉
め
特
権

百
姓
給
田
の
働
行
如
何
は
問
題
で
な
く
、

た
だ
回
令
の
最
も
基
本
的
な
性
格
を
此
慮
に
求
め
る
と
す
る
と
、

む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
田
令
鐙
系
に
と

っ
て
の
基
本
的
柱
と
な
る
も
の
が
何
時
ま
で
ど
の
よ
う
に
維
持

今
日
と
雄
も
考
え
は
襲
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
繰
返
す
こ
と
は
し
な
い
が
、

さ
れ
た
か
が
問
題
と
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
而
し
て
こ
の
貼
で
従
来
ど
う
い
う
わ
け
か
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
二
つ
の

史
料
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。

新
唐
書
一
時
五
食
貨
志

・
俸
維
の
項
に
、

建
中
三
年
、
(
中
略
)
減
王
公
以
下
永
業
回
、
郡
王
職
事
官
従
一
品
田
五
十
頃
、
園
公
職
事
官
正
二
品
目
四
十
頃
、

郡
公
職
事
官
従
二
品
田
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三
十
頃
、
牒
公
職
事
官
正
四
口
問
団
十
四
頃
、
職
事
官
従
四
品
田
十
一
頃
。

と
あ
り
、
唐
舎
一
袋
一
」
九
内
外
官
職
回
一
候
に
、

貞
元
四
年
八
月
勅
、
準
田
令
、
永
業
回
、
職
事
官
従
一
品
、
郡
王
各
五
十
頃
、

園
公
若
職
事
官
正
二
品
各
四
十
崎
県
、
郡
公
若
職
事
官
従
二

品
各
三
十
五
頃
、
豚
公
若
職
事
官
従
三
品
各
二
十
頃
、
侯
若
職
事
官
正
四
品
各
十
四
頃
、
伯
若
職
事
官
従
四
品
、
各
十

一
一頃。

と
あ
る
。
右
の
史
料
は
い
ず
れ
も
建
中
雨
税
法
以
後
も
田
令
瞳
系
、
特
に
官
人
永
業
田
規
定
が
、
若
干
の
手
直
し
を
被
り
つ
つ
も
生
き
績
け
て

い
た
明
誼
で
あ
る
。
通
説
で
は
往
々
に
し
て
武
徳
七
年
に
始
ま
り
安
史
之
凱
前
後
に
崩
壊
し
た
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
均
田
制
で
あ
る
が
、
我
々

は
租
庸
調
制
や
府
兵
制
が
い
、
ず
れ
も
明
確
な
鹿
止
の
詔
勅
を
記
録
さ
れ
て
制
度
上
の
終
止
符
を
打
た
れ
て
い
る
の
に
射
し
、

い
わ
ゆ
る
均
団
法

の
み
は
迭
に
躍
罷
を
う
た
っ
た
詔
勅
の
如
き
も
の
を
知
ら
な
い
。
こ
れ
も
回
令
艦
系
が
建
て
前
と
し
て
は
、
特
に
そ
の
基
幹
と
見
な
さ
れ
る
部

分
に
お
い
て
唐
末
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
す
れ
ば
不
思
議
は
な
い
。
唐
代
田
制
に
闘
す
る
研
究
に
嘗
つ
て
は
こ
の
事
買
を
看
過



し
で
は
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

あ

l.Ji、

き

と

私
は
先
年
ま
で
山
梨
大
泉
数
育
察
部
に
お
い
て
、
日
本
史
の
吉
田
孝
助
数
授
と
「
日
唐
令
の
比
較
研
究
」
な
る
共
同
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
行
っ

日
頃
の
私
の
考
え
を
ま
と
め
て
行
く
機
舎
を
輿
え
ら
れ
た
。
本
稿
は
そ
の
皐

て
き
た
。
そ
の
間
吉
田
氏
か
ら
多
大
の
御
数
示
に
興
る
と
共
に
、

思
に
劃
す
る
貧
し
い
逗
躍
で
あ
り
、
付
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

註
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①
『
唐
令
拾
遺
』
一
一
一
五
J
六
頁
。

②
問
、
二
八
頁
お
よ
び
六
一
二
頁
。

③
勿
論
そ
れ
は
諸
書
所
引
の
令
係
筋
文
の
比
較
を
軽
視
す
る
も
の
で
は
な

ぃ
。
た
だ
傍
詮
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

④
「
北
海
道
大
皐
文
製
部
紀
要
」
第
一
一
一
袋
一
放
拙
稿
「
唐
代
史
料
に
お

け
る
令
文
と
勅
文
と
の
闘
係
に
つ
い
て
」
参
照
。

⑤

そ

の

一
例
と
し
て
吉
田
孝
「
日
唐
律
令
に
お
け
る
雑
衝
の
比
較
」
(
歴

史
聞
学
研
究
第
二
六
四
鋭
)
。
お
よ
び
同
氏
「
公
地
公
民
に
つ
い
て
」
(
『
績

日
本
古
代
史
論
集
』
中
谷
、
吉
川
弘
文
館
、
所
牧
〉
の
如
き
日
本
史
の
側

か
ら
の
労
作
の
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
な
お
湖
れ
ば
多
く
の
日
本
史

の
研
究
書

・
論
文
に
関
連
す
る
事
項
を
見
出
す
こ
と
、
か
で
き
枚
翠
に
暇
な

い
。
残
念
な
一こ
と
に
日
本
史
に
関
し
て
は
「
東
洋
肇
文
献
類
自
」
の
如
き

年
度
別
の
簡
便
な
目
録
が
な
く
、
叉
論
者
の
数
も
鈴
り
に
も
多
く
、
諸
説

を
参
考
す
る
に
省
っ
て
遺
漏
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
識
者
の
御
数
一
示
を
侯

つ
外
な
い
。

⑥
史
朗
宇
雑
誌
、
六
二
編

一
二
獄
、
史
謬
曾
第
五
十
七
回
大
曾
報
告
記
事
、

同
氏
「
唐
律
の
死
刑
」
、
但
し
こ
の
報
告
要
旨
で
は
「
政
治
鰻
制
の
嬰
化
」

と
よ
り
廃
範
閣
の
表
現
を
用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑦

拙
稿
「
南
朝
団
制
の
一
考
察
|
唐
回
令
憾
系
と
の
閥
速
に
お
い
て

l
」

山
梨
大
率
教
育朗
宇部
紀
要
、
，第
四
所
枚
参
照
。

③

唐

曾

要
各
八
逃
戸
(
全
唐
文
谷
二
百
)
設
聖
元
年
李
幡
上
表
(
請
令
御

十

五

四

十

六

史
検
校
戸
口
表
)
中
の
献
策
や
冊
府
元
勉
容
六
(
全
唐
文
谷
二
玄
宗
)
開

十

三

十

二

元
九
年
二
月
丁
亥
制
(
科
禁
諸
州
逃
亡
制
)
中
の
言
。

①
唐
隆
元
年
七
月
十
九
日
勅
(
唐
大
詔
令
集
倉
一

百
政
事
・誠
働
風
俗
勅
、

一
十

s
一
三
四
四
「
開
元
戸
部
格
断
簡
」
〉

⑮

中

川
謬
氏
の
一
連
の
研
究
の
中
、
特
に
「
唐
代
の
逃
戸
・
浮
客
・
客
戸

に
闘
す
る
覚
書
」
一
橋
論
叢
五
O
|
三
、
「
唐
代
の
客
戸
に
よ
る
逃
棄
回

の
保
有
」

一
橋
論
叢
五
三

l
一、

参
照
。

⑪
①
前
掲
拙
稿
、
補
注
参
照
。

⑫
『
唐
宋
法
律
文
書
の
研
究
』
六
五
四
頁
以
下
参
照
。
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⑬
①
前
掲
拙
稿
参
照
。

⑬
「
隠
貯
米
自
胸
」
と
は
、
六
血
ハ
三
谷
戸
部
・
倉
部
郎
中
員
外
郎
僚
に
「
凡

在
京
諸
司
官
人
及
諸
色
人
、
膝
給
倉
食
者
、
比
自
給
貯
米
、

:・

:
凡
都
之

(
沓
麿
書
職
ゾ
東
租
、
納
於
都
之
合
嘉
倉
、
自
合
嘉
倉
純
速
、
以
質
京
之

官
志
作
己

谷
1

太
倉
云
々
」
と
あ
り
、
例
え
ば
唐
禽
要
一
一一
ノ
租
税
、
開
元
二
十
五
年
三
月

三
日
(
唐
大
詔
令
泉
谷
一
政
事
・
賦
紋
・
闘
内
庸
調
折
渡
来
米
勅
、
作
二

ι

一一

月
、
冊
府
元
曲
品
川
一
邦
計
部
賦
税
門
、
作
四
月
〉
勅
に
「
自
今
己

後
、
閥
内
諸
州
府
調
資
謀
、
並
{
且
准
時
償
燐
薬
取
米
、
迭
至
京
、
逐
要
支

用
、
其
路
遠
慮
、
不
可
運
迭
者
、
宜
所
在
牧
貯
、
使
充
随
近
軍
糧
、
其
河

南
河
北
、
有
不
通
水
利
、

宜
折
租
造
絹
、
以
代
胸
中
調
謀
。
」

と
あ
り
、

冊
府
元
徳
一
一
四
一
向
上
同
年
九
月
詔
に
「
今
歳
廊
和
卒
、
時
過
盟
稔
、
而
租

所
入
、
水
陸
巡
抽
出
、
総
脚
銭
雑
、

必
甚
傷
農
、
務
在
優
抽
腕
、

・::
怠
其
純

輸
、
大
賞
倉
儲
、
今
年
河
南
河
北
態
送
含
嘉
太
原
等
倉
租
米
、
宜
折
粟
、

留
納
本
州
。
」
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
京
師
に
迭
っ
て
逐
次
支
出
す
べ
き

分
と
し
て
主
と
し
て
河
南
河
北
地
域
を
指
定
し
て
迭
納
さ
せ
る
含
嘉
倉
・

太
原
倉
等
を
指
し
た
。

⑬

「
折
莱
一
斜
、
総
米
六
斗
」
は
公
定
の
莱

・
米
換
算
出
中
で
麿
一
代
を
貫

各

一

『

第

い
て
お
り
、
例
え
ば
陸
宣
公
集
八
中
害
奏
議
二
請
減
京
東
水
運
牧
脚
償

於
線
透
州
銀
儲
替
軍
糧
事
一且
吠
に
「
:
:
:
和
籍
、
各
量
人
戸
墾
田
多
少
、

、先
付
債
直
、
立
限
納
菜
、
:
:
・
・
其
有
納
米
者
、
一
旬
米
六
升
折
粟
一
斗
、
前
応

所
開
柚
得
米
粟
、
亦
委
此
三
官
(
嘗
道
節
度
及
嘗
城
兵
馬
使
・
監
軍
中
使
・

度
支
和
摺
巡
院
官
〉
同
検
覆
。
」
と
あ
る
如
く
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
籾
莱

と
莱
米
と
の
数
量
閥
係
で
あ
る
。
規
定
の
上
で
は
租
庸
調
時
代
の
莱
・
米

換
算
は
す
べ
て
籾
莱
と
菜
米
で
給
米
は
出
て
こ
な
い
。

⑬

拙
稿
「
南
朝
団
制
に
闘
す
る
一
考
察
|
唐
田
令
鰻
系
と
の
閥
連
に
お
い

て
l
」
山
梨
大
準
教
育
問
宇
部
紀
要
、
第
四
践
。

⑫
日
野
開
三
郎
「
唐
の
賦
役
令
に
於
け
る
調
の
色
目
」
(
『
鈴
木
俊
数
授
還

暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
所
牧
〉
参
照
。

⑬
演
口
重
園
「
唐
の
玄
宗
朝
に
於
け
る
江
准
上
供
米
と
地
税
と
の
関
係
」

史
祭
雑
誌
四
五
編
二
腕
、

一
O
七
頁
以
降
(
『
秦
漢
陪
唐
史
の
研
究
』

下

谷
、
き
一
回
一良
)
参
照
。

⑬

日

野
関
三
郎
「
大
唐
租
調
惑
疑
」

東
洋
史
問
字
、
第
九
輯
参
照
。

⑧
註
⑬
参
照
。

径
五

@
新
麿
書
五
食
貨
士
心
俸
緑
の
項
に
「
武
徳
元
年
、
文
武
官
給
様
、
:

親
王
以
下
叉
有
、
永
業
団
百
頃
、
職
事
官

一
品
六
十
頃
、
・
・
六
品
七
品
二

頃
五
十
畝
、
八
日
間
九
品
二
項
、

・・

・
五
ロ
間
以
上
受
田
寛
郷
、
六
回
間
以
下
受

於
本
郷
、
・
:
:
・
凡
給
田
市
無
地
者
、
畝
給
粟
二
斗
」
と
あ
る
。
記
事
の
す

べ
て
が
武
徳
元
年
の
制
で
あ
る
か
否
か
は
確
め
る
す
べ
が
な
い
が
、
否
定

す
べ
き
理
由
も
な
い
。
六
口
間
以
下
の
田
額
を
明
示
し
た
史
料
は
こ
れ
だ
け

で
あ
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。
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